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序 章 

 

 情報科学芸術大学院大学は、科学的知性と芸術的感性の融合を目指した学術の理論

及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、未来社会の新しいあり方を創造的に開拓

する「高度な表現者」を養成するとともに、学術文化の向上及び地域の振興に寄与す

ることを目的として 2001 年に開学した。 

本学の設置目的及び社会的使命を達成するため、情報科学芸術大学院大学学則第２

条において、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価する旨を規定してい

る。これを受けて、本学では研究科⾧を責任者とした自己点検・評価委員会を設置し

教育研究活動について点検・評価を実施するとともに、毎月実施する教授会・各種委

員会において議論のうえ教育研究水準の向上を図ってきた。 

 

また、大学が行う自己点検・評価に加えて、本学の教育研究等の総合的な状況につ

いて、７年周期で公益財団法人大学基準協会の認証評価を受けている。 

2014 年度に受審した前回（第二期）の認証評価では、大学基準協会が定める基準に

適合していると認定された。 

その一方で、努力課題として次の５項目について提言を受けている。 

 

① 学位授与方針や教育課程の編成・実施方針について明確に定めていない 

② 社会人入学者に向けた組織的な対応 

③ シラバス記載の具体化 

④ 大学独自の研究倫理整備 

⑤ 自己点検周期の具体化・検証機会の権限・手続きの明確化 

 

これらの課題について、これらを所管する委員会にて議論を行い、順次改善に取り

組んでいるところであり、いずれの課題についても、2017 年度中に改善を終え、改善

報告書を提出している。 

 

 2017 年度には本学の前身である岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー創設から数え

て 20 周年を迎えた。今後も、メディア文化と産業の分野で常に最先端を走り続け、関

わりある産業や文化に対する社会的使命を果たしていくためにも、教職員間の情報共

有を図りつつ、改善・改革の取り組みを継続していく必要があり、2021 年に予定され

る第三期認証評価の受検に向けて、新たな基準にて自己点検・評価を実施したうえ

で、改善・改革を推進していく所存である。 

 

情報科学芸術大学院大学 学⾧ 

            三輪 眞弘 
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第１章 理念・目的 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：大学の理念・目的を適切に設定しているか。また、それを踏ま

え、研究科の目的を適切に設定しているか。  

 

評価の視点１：研究科に設定する人材育成その他の教育研究上の目的の設定とその

内容 

評価の視点２：大学の理念・目的と研究科の目的の連関性 

 

 本学の設置者である岐阜県は、1996 年に情報産業拠点としてソフトピアジャパンプ

ロジェクトを立ち上げ、西濃地域にソフトピアジャパンセンターを建設し、これを中

心とする情報産業拠点の創出を目指した。ソフトピアジャパン地区は施設拡張を行い

ながらその役割を担う拠点として機能を果たし続けている。このような環境の中、本

学は 2001 年に開学し、1996 年に設立された本学の前身である岐阜県立国際情報科学

芸術アカデミーとともに連携し発展してきた。（資料 1-1 p.3） 

 これまでの西濃地域を中心としたものづくり技術の近代型な伝統重視に加え、情報

技術やデザイン性を加味しながら、この地域のブランド力をのばして行く上でも、本

学の果たして行く役割や期待は大きい。これらの資源を活かしながら、現行の理念・

目的を着実に展開することが本学にとっても望ましいと考えられ、教育研究組織、カ

リキュラム等は、地域や社会が期待する活動や卒業生を輩出する実現性を有してい

る。 

 そのうえで本学は「科学的知性と芸術的感性の融合」を建学の理念として掲げてい

る。 

 現代文明が進展する過程で、科学技術を用いてものを作り出す行為と、芸術家が作

品を作り出す行為は互いにかけ離れたものとなった。しかしながら、今日、急速に進

展しつつある情報テクノロジーによって、産業・芸術・生活の各領域が極めて密接に

関わり合うようになり、とりわけメディアにおける芸術への強い関心は、科学技術と

芸術とが制作・研究行為という点で強く結びついていく方向を示している。 

 このような中、制作・研究行為を広い視野から捉え直し、科学における高度で専門

的な技術や研究と、哲学・思想的視野に基づく芸術的な制作行為とを融合させること

で新しい文化を創造していくことを「科学的知性と芸術的感性の融合」と表現し、本

学の建学理念としている。 

 本学の「メディア表現研究科」を支える背景として、情報技術によるグローバルな

ネットワーク社会の形成とこれに伴う地理的、文化的制約を超えた領域横断的な意識

の拡大から、個人の表現よりも社会との絶えざるコミュニケーションの重要性が増し

ている状況が挙げられる。これらの背景から、建学の基本理念を形成する重要な要素

として、ものや情報を作り出すことで社会と絶えず関わり合う「知」の新しい在り方
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を「制作の知」と名付けている。 

 この「制作の知」を、最先端の情報技術を用いてより具体的に表現することを「メ

ディア表現」と名付け、本学の研究科および専攻の名称を「メディア表現研究科メデ

ィア表現専攻」とした。 

 ここでいう「表現」とは、芸術的な表現であるのみならず、デザイン、設計、企画

などの社会的な表現活動でもあり、本学ではそれらの理論的かつ実践的な研究がおこ

なわれることを前提としている。「メディア表現」とは従来の「芸術」という枠を超

えて情報やコミュニケーションに形を与えることを意味し、これらを元に従来の学術

のみならず、社会との接続性を考慮に入れながら、研究・教育を進め、地域や社会の

発展に寄与する大学全体の活動と人材育成をしていくことが研究科の目的である。

（資料 1-2 第 1 条） 

 そして、理念である「科学的知性と芸術的感性の融合」による新しい文化を発信

し、研究成果を地域に還元し、県民の文化的誇りの醸成と産業の新しい姿の構築に寄

与することも重要な責務であり、県ならびに我が国の将来の発展に寄与する「高度な

表現者」たる資質を備えたクリエイティブクラスの養成を目指し、広い視野に立った

学識と専門分野の研究能力または高度な専門性に必要となる能力を養うことを教育の

目標としている。（資料 1-3 第 1 条） 

本学では、理念・目的を踏まえて、情報産業の拠点たるにふさわしい成果を重視し

た教育研究のための組織やカリキュラムを設けており、短期間での共通基盤の修得、

コラボレーションを中心とするプロジェクト系科目の充実、個人の研究課題を掘り下

げて行く指導体制などにより、独自の活動を生み出し、大学全体の個性化を生み出し

ている。（資料 1-1 p.5） 

本学は一研究科一専攻のみの大学院大学であり、大学の理念・目的は研究科の理

念・目的と一致している。 

 

 

点検・評価項目②：大学の理念・目的及び研究科の目的を学則又はこれに準ずる規

則等に適切に明示し、教職員及び学生に周知し、社会に対して

公表しているか。  

 

評価の視点１：研究科に設定する人材育成その他の教育研究上の目的の適切な明示 

評価の視点２：教職員、学生、社会に対する刊行物、ウェブサイト等による大学の

理念・目的、研究科の目的等の周知及び公表 

 

本学の理念・目的については、本学の設置根拠である「情報科学芸術大学院大学条

例」第１条や学則第１条に明記されている。これらは公表されており、岐阜県や本学

の web ページで誰でも閲覧することができる。また、教職員、学生に本学の目的を記
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載した情報科学芸術大学院大学ガイドブックを配付するとともに、新入生ガイダンス

での説明などの機会を捉えて、その周知をはかっている。（資料 1-1） 

 また、随時教員会議を開催し、教授会、教務委員会及び入試委員会を中心に教員全

体で議論を行い、本学の理念・目的を確認している。 

本学の理念・教育目的は、パンフレット並びに web サイト上においても、現状の社

会的問題を踏まえた考えを公表している。また、毎夏に開催するオープンハウスで

は、本学への入学希望者に対し、進学相談コーナーを設け、理念・目的について説明

をしている。（資料 1-4） 

さらに、本学の公式 Facebook ページを用意し、本学の理念・教育目標を含めた種々

の情報をより多くの方法で公表できるようにしている。 

 

 

点検・評価項目③：大学の理念・目的、研究科における目的等を実現していくた

め、大学として将来を見据えた中・⾧期の計画その他の諸施策

を設定しているか。 

 

評価の視点：将来を見据えた中・⾧期の計画その他の諸施策の設定 

 

 法人化していない本学においては中⾧期計画の策定は義務ではないが、中⾧期的な

視点を持って大学運営を行う必要性から、大学の理念・目的を踏まえつつ、県の政策

方針に連動させ、設置者である岐阜県とも協議を行いながらその方向性を決定してい

る。 

 具体的には、岐阜県の中期的な産業振興ビジョンである「岐阜県成⾧・雇用戦略

2017」（2017 年 3 月策定）において、2020 年に向けて本学が果たすべき役割が明記

されたことを踏まえ、本学が中期的に目指すべき方向性についても学内で検討を進め

ており、設置者と調整を行いながら、計画策定に向けて検討を進めている。（資料 1-

5 P.9） 

 

 

（２）⾧所・特色 

 本学の活動として、理念に基づく県ならびに国の発展に寄与する「高度な表現者」

が行う表現を「芸術的な表現であると同時に、デザイン、設計、企画などの社会的な

表現活動」とする点は明確であり、県立の教育研究機関の使命として、地域を結ぶ中

継地点になるという命題について、常に意識をした活動を大学全体で行っている。 

 本学の一学年の定員は 20 名であり、少数精鋭の人材育成をめざす点において、教員

一人当たりの主な指導学生が 2～4 名程度の配置であることから、より充実した指導体

制を有している。 
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（３）問題点 

少数精鋭の人材育成を目指す結果として、学生一人当たりの予算額は高額となり、

最近の厳しい県財政の中においては、批判の対象となりがちである。少数精鋭教育を

進める本学の費用対効果については、本学の理念と目的を明確化して、地域に対する

成果とともに本学の存在価値を示し続ける必要がある。社会へ向けての公表について

は、入学希望者ばかりだけでなく、機会あるごとに幅広い方法を用いて地域社会に向

けた発信の機会を引き続き行っていくことが大切である。 

 また、理念・目的の妥当性の根拠となる評価については、地域の要請や使命ととも

に達成目標の明確化とその確認作業の徹底が望まれる。 

 

 

（４）全体のまとめ 

 本学は、理念・目的に基づき全国に先駆けた先進的取り組みを行っていることか

ら、メディアアートや情報デザインの分野でその活動は広く注目されており、常に前

進していくことを心がけていく。 

 理念・目的に基づき効果的な検証を行いながら、本学を発展させていくことを第一

の課題として常に念頭に置き、教育研究成果を生み出し対外的に示し続けることを大

学全体で行っていく。 

そのためには、本学の理念・目的を踏まえ、県政策との整合性を図りながら、県と

も協議のうえ中⾧期計画の策定に取り組み、理念・目的とともに学内構成員への周知

を図り、更なる社会への公表も進めていく。 
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第２章 内部質保証 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：内部質保証のための全学的な方針及び手続を明示しているか。 

 

評価の視点１：下記の要件を備えた内部質保証のための全学的な方針及び手続の設

定とその明示 

・内部質保証に関する大学の基本的な考え方 

・内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織の権限と役割、当該

組織と内部質保証に関わる研究科その他の組織との役割分担 

・教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上の指針（ＰＤＣＡ

サイクルの運用プロセスなど） 

 

 本学の建学の理念や目的を実現するためには、時代の変化に迅速に対応し、常に最

先端を走り続けていく必要があり、これまでの取り組みの検証とそれを踏まえた新し

い形への変化は必須である。本学では、大学が行う教育の質を保証する責任が大学自

身にあることを認識し、学則において自己点検・評価を行うことを明示している。

（資料 1-3 第 2 条） 

 このため、毎月の教授会や各委員会にて、全教員の参加による議論を随時実施する

ことで、それぞれの取り組みについて点検のうえ次年度に向けた見直しを行うととも

に、自己点検・評価委員会を定期的に実施し、点検・評価を行っている。さらに本学

の基本理念、目的、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッションポ

リシー等に基づく教育の質の向上への取り組みが恒常的・継続的におこなわれるよ

う、内部質保証推進組織を整備し、PDCA サイクルのプロセスを確立するとととも

に、学修成果の測定、情報収集・分析等のあり方の検討や教育活動の状況等の公表を

推進している。 

 内部質保証の推進する全学的な組織の権限と役割を整備し、学⾧を議⾧とする、幹

部が構成員である運営会議を設置し、本学を構成するすべての組織において、目標設

定、実行、自己点検・評価及び改善の循環が適切に機能しているかを検証するととも

に、それらのプロセスがより効果的に内部質保証を推進しているか確認している。ま

た「情報科学芸術大学院大学における内部質保証に関する方針」により、内部質保証

に関する基本方針と実施要領を定めた。（資料 2-1）（資料 2-2） 

こうした仕組みは、一研究科一専攻のみの教員数が 19 人である本学の特性を活かし

たものであり、本学の教育課程や研究活動の改善、学校運営の継続的な見直しにおい

て有効に機能しており、自らの責任において教育の質を保証するプロセスが恒常的・

継続的に実行されている。 
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点検・評価項目②：内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制を整備している

か。  

 

評価の視点１：内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織の整備 

評価の視点２：内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織のメンバー構成 

 

 内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織として、運営会議を主体とし、教育を

担う教授会とその下部組織とする各委員会、並びに自己点検・評価委員会にてまとめ

るよう整備している。 

 学⾧を議⾧とする、幹部と各委員⾧が構成員である運営会議を設置し、本学を構成

するすべての組織において、目標設定、実行、自己点検・評価及び改善の循環が適切

に機能しているかを検証するとともに、それらのプロセスがより効果的に内部質保証

を推進しているか確認している。本学を運営する管理職の教職員が委員として就任し

ているため、自己点検・評価を検証し大学運営へ反映することが可能であり、内部質

保証に責任を持って対応できるメンバー構成である。（資料 2-2） 

 また学則第２条第２項を受けて定める「情報科学芸術大学院大学自己点検・評価委

員会規程」に基づき、自己点検・評価委員会を設置している。（資料 2-3）この委員会

は研究科⾧、教務委員⾧、学生委員⾧、事務局課⾧によって構成される。 

 また、外部から意見を得る機構として、「情報科学芸術大学院大学運営協議会」を

設置する。県内外の見識者から本学の運営に関する基本的事項について意見を得、得

られた意見は教授会で共有すると共に、運営委員会にて検討する。（資料 2-4） 

 

 

点検・評価項目③：方針及び手続に基づき、内部質保証システムは有効に機能して

いるか。 

 

評価の視点１：学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学生の受け入れ方

針の策定のための全学としての基本的な考え方の設定 

評価の視点２：方針及び手続きに従った内部質保証活動の実施 

評価の視点３：全学内部質保証推進組織による研究科その他の組織における教育

のＰＤＣＡサイクルを機能させる取り組み 

評価の視点４：研究科その他の組織における点検・評価の定期的な実施 

評価の視点５：研究科その他の組織における点検・評価結果に基づく改善・向上

の計画的な実施 

評価の視点６：行政機関、認証評価機関等からの指摘事項（設置計画履行状況等

調査等）に対する適切な対応 

評価の視点７：点検・評価における客観性、妥当性の確保 
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本学では、「内部質保証に関する基本方針」にて、3 つの方針を定めている。（資料

2-1）。本学は一研究科一専攻であり全学的な基本方針として定め、内部質保証に関す

る組織の整備と手続き並びに情報公開の推進を明記している。 

また、毎月一回の運営会議と教授会をはじめ、全教員による毎週の委員会及び教員

間及び教員と事務局間で議論を随時実施することで、それぞれの取り組みについて点

検し、次年度に向けた見直しを行うとともに、数年に一度の間隔で、自己点検・評価

委員会による自己点検・評価を実施している。このような過程のなかで内部質保証を

行っていく方針が教職員のなかで共有されており、本学の理念と目的の実現に向け

て、学位授与方針や教育課程の実施方針、学生の受け入れ方針に関する議論がなさ

れ、これらに基づき教育活動が行われるととともに、逐次改善がはかられている。 

例えば、従前設定していたF領域（デザイン・エンジニアリング研究）、A領域（芸

術・文化研究）、I 領域（地域・社会・コミュニティ研究）の 3 つの領域制を 2014 年

度末に廃止・一本化することで、さらなる領域横断が可能となるよう教育研究体制を

改めた。 

また、2015 年度からは新年度の初めに全教員が参加する合宿（FD）を開催し、本

学の中⾧期的な方向性について議論を行っており、各種委員会で諸課題について議論

を行う際にも、共通認識をもって円滑に議論を進めることが可能となっている。 

本学での修士研究を進める枠組みとして重要な役割を果たすプロジェクト科目に関

しては、例年 11 月に研究代表者から次年度に実施を希望するプロジェクトの申請を受

けたのち、研究委員会にてプロジェクトの在り方について議論を行い、その実施の可

否や予算配分を決定している。承認されたプロジェクトは、例年 2 月に行われる修了

研究発表会・プロジェクト研究発表会にて研究内容を発表するとともに、研究活動報

告書を作成のうえ公開し、次年度のプロジェクト研究実施の検討の材料としている。 

そのほか次年度のカリキュラム編成については、教務委員会において 7 月頃から検

討を開始し、カリキュラムポリシーを踏まえて、年 2 回行われる学生からのアンケー

ト結果なども勘案しながら議論を重ねたうえで次年度のカリキュラムを編成してい

る。 

このように、常に本学の理念・目的に照らした教育研究の質の向上に向けた議論が

行われ、改善に向けた実行がなされており、PDCA サイクルが適切に機能している。 

 

自らが行う点検・評価について客観性及び妥当性を確保するため、外部有識者から

なる「情報科学芸術大学院大学運営協議会」を設置している。年１回開催しており、

大学の運営状況を共有するとともに、今後の方向性について意見交換を行い、大学運

営に反映させている。（資料 2-4） 

前回の大学評価(2014 年度)の際に認証評価機関から受けた指摘事項についても、順

次改善を行っており、2018 年 7 月までに改善状況を認証評価機関へ報告した。 

また、予算編成過程や決算認定を通じて設置団体である岐阜県や岐阜県議会による
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点検・評価が行われており、また岐阜県監査委員によるチェックを受けて、指摘事項

があれば公表される。これらの指摘に対しては都度適切に対応している。 

本学では様々な外部の視点から大学運営に対して指摘等を受ける体制にある。指摘

事項は学内での議論や自己点検・評価に反映され、内部質保証の客観性・妥当性が保

たれている。 

 

 

点検・評価項目④：教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の

状況等を適切に公表し、社会に対する説明責任を果たしている

か。 

 

評価の視点１：教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状

況等の公表 

評価の視点２：公表する情報の正確性、信頼性 

評価の視点３：公表する情報の適切な更新 

 

 本学における教育研究活動の公表についは、研究プロジェクトや教員個人ごとに毎

年報告書を作成し、web 上で公開を行っている。（資料 2-5） 

自己点検・評価結果についても、本学の公式 web ページにおいて公開している。運

営協議会に提出している説明資料を web 上にも掲示しており、本学の活動が閲覧可能

となっている。 

また、本学は組織上、岐阜県庁の一部局との位置づけから、予算編成過程は岐阜県

web ページにて公開されている。（資料 2-6） 

予算執行状況についても、契約先も含めてすべての情報が岐阜県の web ページ上で

公開されている。（資料 2-7） 

そのほか学校運営全般に関する情報についても、岐阜県情報公開条例の公開対象と

なることから、極めて透明性が高く、社会に対して説明責任を果たしている。 

 

 

点検・評価項目⑤：内部質保証システムの適切性について定期的に点検・評価を行

っているか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り

組みを行っているか 

 

評価の視点１：全学的なＰＤＣＡサイクルの適切性、有効性の定期的な点検・評

価 

評価の視点２：点検・評価における適切な根拠（資料、情報）の使用 

評価の視点３：点検・評価結果に基づく改善・向上 
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内部質保証システムについて、全学的な PDCA サイクルの適切性、有効性につい

て、定期的に自己点検・評価を実施し、これを受け、教授会あるいは各委員会にて内

容を議論すると共に、毎月実施する運営会議にて確認し、基本理念、目的、ディプロ

マポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッションポリシー等に基づく教育の質の

向上への取り組みが恒常的・継続的に行われるよう、実効性のある全学的な PDCA サ

イクルとすることをはかっている。 

本学の内部質保証システムの検証は、この新たな PDCA サイクルを包括する「内部

質保証に係る方針」に基づく取組内容から運営会議が行う。具体的には、「全学的な

内部質保証の手続き」に沿った内部質保証の客観性・信頼性を担保するため、学習成

果の測定方法等に関し、検討するとともに、必要な情報の収集・分析のあり方につい

て検討を進める。（資料 2-1、2-2） 

以上のことから、本学の PDCA サイクル、ひいては本学の内部質保証システムの適

切性について定期的に点検・評価を行っており、その結果を基に改善・向上に向けた

取組みを推進している。 

 

 

（２）⾧所・特色  

一研究科一専攻のみを設置する大学院大学である特性上、大学全体の方針と研究科

の方針は同一であり、また所属する専任教員が 19 名のみであるため、運営会議や教授

会や委員会など、様々な場面において全教員が参加して議論を行っている。2015 年度

からは全教員が参加する合宿（FD）による大学の中⾧期的な方向性に関する議論も開

始され、これにより全教員が情報や問題意識を共有のうえ議論を行い、速やかに改善

案を実行に移すことが可能となっており、内部質保証を実現するための効率的かつ実

効性のある体制がとられている。内部質保証のため、自己点検・評価委員会にて定期

的に点検・評価を行い、「内部質保証に係る方針」を定め、運営会議が中心となりシ

ステムの適切性をはかっている。 

 

 

（３）問題点  

 特になし。 

 

 

（４）全体のまとめ  

 一研究科一専攻のみを設置する小規模な大学院大学である本学の特性を活かし、現

在有効に機能しているシステムを継続して、今後もメディア文化と産業の分野で常に

最先端を走り続ける大学として改革・改善に向けた取り組みを推進していく。 

「内部質保証に係る規定」にて方針、組織、運営、公開について定め、運営会議にて
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内部質保証システムを運営している。自己点検・評価委員会による自己点検・評価の

実施については、認証機関が実施する大学評価の認証期間内に 2 度実施している。毎

月一回の運営会議と教授会をはじめ、全教員による毎週の委員会及び教員間及び教員

と事務局間で議論を随時実施することで、それぞれの取り組みについて点検し、次年

度に向けた見直しを行うとともに、自己点検・評価委員会による自己点検・評価を実

施している。このような過程のなかで内部質保証を行っていく方針が教職員のなかで

共有されており、本学の理念と目的の実現に向けて、学位授与方針や教育課程の実施

方針、学生の受け入れ方針に関する議論がなされ、これらに基づき教育活動が行われ

るととともに、逐次改善がはかられている。 
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第３章 教育研究組織 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：大学の理念・目的に照らして、研究科、附置研究所、センター

その他の組織の設置状況は適切であるか。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的と研究科構成との適合性 

評価の視点２：大学の理念・目的と附置研究所、センター等の組織の適合性 

評価の視点３：教育研究組織と学問の動向、社会的要請、大学を取り巻く国際的環

境等への配慮 

 

本学は、一研究科一専攻の学部を置かない大学院であり、本学の理念である「科学

的知性と芸術的感性の融合」の実現のため、学生に対し科学技術に関する高度な専門

的知識及び技術を修得させるとともに、そうしたテクノロジーの可能性と限界を正し

く理解させ、⾧期展望の視点から社会における位置づけや文化の深層を考えるための

教育研究組織を編成している。 

従来、一般的な大学の領域編成方針においては、異なる領域の重複を避け分散化さ

せる調整が行われてきたが、本学が求める学際的分野へのアプローチを最も有効かつ

適切に行うためには、そうした重複性に積極的な意味を見出すことが必要となる。 

本学の学生は 4 年制大学の学部において、各分野の個別的専門性を重視したディシ

プリン制による教育を受けているため、横断的かつ融合的な教育研究の場を提供する

ことにより、多様な知的素養を互いに刺激し、専門性のみに陥ることのない一研究科

一専攻による利点を生かした学際領域を取り込める統合的な教育研究体制とするた

め、多様な専門分野を横断的に理解し、チームティーチングによる指導が可能な教員

を確保し配置している。  

これにより、従来の大学・大学院において支配的であった知の領域性を打破し、領

域横断を可能とする教育研究体制を実現している。（資料 1-1 p.5） 

 

「科学的知性と芸術的感性の融合」という本学の理念を実現するためには、本学の学

生が実社会における活動を通して絶えず自己の能力を確認・向上させるための組織の

整備と運営が必要である。また、県立の大学院大学として高度な表現研究を社会還元

するためにも、本学が地域社会の求める環境を十分理解しサポートを行うことが必要

である。こうしたことを考慮し、産業文化研究センター（RCIC）は、本学の研究リソ

ースを地域社会に還元していくことをめざし、2010 年にメディア文化センター

（CMC）を組織改編してスタートした。 

これまで、本学のイベントや展示、学外での展覧会の企画・運営等を担うととも

に、県内外の企業や地域との連携事業を推進することで、学内で研究する表現活動の

実践の場を確保するともに、本学の研究成果を実社会に還元している。（資料 3-1、資
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料 1-1 p.41）  

 

本学の前身である岐阜県立国際情報科学芸術アカデミーが創立されてから 2016 年度

で 20 周年を迎えた。メディアアートの教育機関としてはパイオニア的な存在として国

内外で知られており、本学の歩みはメディアアートの歩みといっても過言ではない。

本学の卒業生は、全国の教育機関・文化施設において、メディア表現における指導的

役割を果たしているが、本学で取得できるのは修士号のみであるため、さらなるメデ

ィア表現研究を志して他大学の博士課程へ進学する学生も現れている。 

また、本学が追究してきたメディア表現学の確立とともに、これまでの作品や研究

成果をリファレンスできる方法を構築することが望まれており、2015 年度からは国の

補助金や科研費を活用してメディアアートにおけるアーカイブの研究に着手してい

る。 

一方で、本学は県立の大学として、設置者である岐阜県からは常に地域貢献を求め

られてきた。県内情報産業育成の一環として設立された経緯があるため、ともすると

産業面への貢献に関してのみ評価を受けてきた側面があったが、近年メディア表現を

取り巻く環境が変化してきたことに伴い、本学の文化的貢献についても評価がされ始

めた。産業文化研究センターをはじめとする教職員の、地域社会との接続を行う地道

な取り組みがようやく実を結びつつある。 

 

 

点検・評価項目②：教育研究組織の適切性について定期的に点検・評価を行ってい

るか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行

っているか。  

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく教育研究組織の構成の定期的

な点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

本学では、毎月一回の教授会をはじめ、全教員による毎週の委員会及び教員間及び

教員と事務局間での議論を随時実施することで、それぞれの取り組みについて点検

し、次年度に向けた見直しが行うとともに、数年に一度の間隔で、自己点検・評価委

員会による自己点検・評価を実施している。本学の理念と目的の実現に向けて、学位

授与方針や教育課程の実施方針、学生の受け入れ方針に関する議論がなされ、これら

に基づき教育活動が行われるととともに、逐次改善が図られている。（資料 2-2） 

 教育研究組織の点検・評価について、学⾧以下、研究科⾧、RCIC センター⾧、附属

図書館⾧、各委員⾧、事務局から構成される運営会議が点検している。さらに各委員

会へ引き継ぎ、改善・向上に向けて審議し、取り組みを行うようにしている。各委員
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会の内容は毎月教授会で報告され反映される。このようにして、学内に設置されてい

る運営会議が全学的な教育研究組織の点検・評価と改善を行い、それぞれ学内の各組

織で共有し、またそれぞれの活動の進捗状況についてフィードバックして連携をはか

っている。（資料 2-2） 

 

 

（２）⾧所・特色 

 「科学的知性と芸術的感性の融合」の実現を目指す本学は、常に時代の変遷を踏ま

えつつ、その理念を発展的に継承してきた。その結果、メディア芸術とその周辺分野

並びに工学技術が双方の枠を広げながらも、不変の基本理念を脈々と受け継いできて

いる。そのため、教員、学生を問わず広く社会への有益な活動を奨励し、それぞれの

教育研究活動を評価する体制をとってきている。 

 なお、教育研究組織の適切性のうち、教育プロセスの適切性の判断は、カリキュラ

ムとの関連づけを踏まえつつ、教員全体での協議を通じ、未来を見据えた教育研究活

動をするために適時の見直しを継続している。 

 

 

（３）問題点 

「メディア表現」を研究教授する大学として、競合する教育機関が増加するなかで

も、依然として本学の独自性は保たれているが、修士課程のみを設置する大学院であ

ることから、学生が２年間で行った研究を発展させるためには、他の教育機関に進ま

ざるを得ない状況にある。研究者を志す者からは、博士課程のない本学は進学先とし

ての検討対象から外れている可能性がある。 

本学への進学者には、社会人経験者が例年一定割合いるが、そのほとんどが企業等

を退職して進学している。社会人短期在学コースを設けたが、一般的な企業の人事制

度を考慮すると、働きながら修学することが困難であることから、より社会人にも門

戸を開く教育課程を検討する必要がある。 

 

 

（４）全体のまとめ 

 本学は、一研究科一専攻の学部を置かない大学院であり、本学の理念である「科学

的知性と芸術的感性の融合」の実現のため、学生に対し科学技術に関する高度な専門

的知識及び技術を修得させるとともに、そうしたテクノロジーの可能性と限界を正し

く理解させ、⾧期展望の視点から社会における位置づけや文化の深層を考えるための

教育研究組織を編成している。横断的かつ融合的な教育研究の場を提供することによ

り、多様な知的素養を互いに刺激し、専門性のみに陥ることのない一研究科一専攻に

よる利点を生かした学際領域を取り込める統合的な教育研究体制とするため、多様な
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専門分野を横断的に理解し、チームティーチングによる指導が可能な教員を確保し配

置している。 これにより、従来の大学・大学院において支配的であった知の領域性

を打破し、領域横断を可能とする教育研究体制を実現している。 

産業文化研究センターでの研究成果は、本学のもつ「知」の研究活動等知的リソー

スを地域や社会に還元する「地」の拠点として、地域の産業社会の活性化に寄与する

ことや地域連携や産学連携を活性化させることを通して、本学の新しい社会的期待の

創造機能の整備という点においても資することが期待されている。引き続き産業文化

研究センターを軸に地域との連携を強化していくとともに、この分野の先駆者とし

て、メディア表現研究の深化させるため、これを取り扱う附属図書館の機能拡充につ

いて検討していく。 

 また、社会人経験者へ門戸を開くために、社会人が進学しやすいような教育課程を

検討するとともに、博士課程の設置に向けて、関係機関と調整を進めていく。 
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第４章 教育課程・学習成果 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：授与する学位ごとに、学位授与方針を定め、公表しているか。 

 

評価の視点１：課程修了にあたって、学生が修得することが求められる知識、技

能、態度等、当該学位にふさわしい学習成果を明示した学位授与方

針の適切な設定及び公表 

 

本学は、科学的知性と芸術的感性の融合を目指した学術の理論及び応用を教授研究

し、その深奥をきわめ、未来社会の新しいあり方を創造的に開拓する「高度な表現者」

を養成するとともに、学術文化の向上及び地域の振興に寄与することを目的に設置さ

れた。この建学の理念に基づき教育目標を定め、教授会や教務委員会で議論のうえ 、 

学位授与方針を決定している。 

この方針では、科学技術と哲学・思想的視野をともなう新しい文化を創造する高度

な表現者の育成を行うために編成されたカリキュラムにおいて、所定の単位を取得す

ることに加え、論文審査あるいは作品・論文審査、及び最終試験を合格した学生に修

了を認定し、学位を授与することとしており、認定にあたっては、①専門性を有した

自立したアーティスト・デザイナー・エンジニア・研究者・教育者として、必要な能

力の習得、②高い倫理性と強い責任感を意識し、未来の人間の生き方、幸福を追求し

ながら、現代社会の諸問題に対する応答としての研究成果、③研究領域によらず様々

な分野を専門とする人々とも互いに積極的に関わりあい、その交流の中から生み出さ

れる「新しい知」のあり方の習得、といった観点から審査を行うこととしている。(資

料 1-1 P.5) 

具体の学位授与要件は、学則第 43 条に定めており、本大学に 2 年以上在学し、修士

研究等全ての必修科目を修得し、専門科目の必要単位数を含み修了要件単位の 30 単位

以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文等の審査及び最終試験に

合格した者に対し修士課程の修了を認定することとし、修士（メディア表現）の学位

を授与している。（資料 1-3 第 43 条） 

学位授与方針及び授与の要件を定めた学則は、本学 web ページに掲載し、志望者を

含め広く社会に対して公表を行うとともに、入学時に学生に配付する「情報科学芸術

大学院大学ガイドブック」に掲載している。また、学年ごとに実施する４月のオリエ

ンテーションにおいても、教員から直接説明を行っており、これらの方法により学生

へ周知を図っている。（資料 1-1、4-1） 

 

 

 

 



21 
 

点検・評価項目②：授与する学位ごとに、教育課程の編成・実施方針を定め、公表

しているか。 

 

評価の視点１：下記内容を備えた教育課程の編成・実施方針の設定及び公表 

・教育課程の体系、教育内容 

・教育課程を構成する授業科目区分、授業形態等 

評価の視点２：教育課程の編成・実施方針と学位授与方針との適切な連関性 

 

 本学メディア表現研究科では、生活全般から最先端の科学技術の領域に及ぶ幅広い

関心や研究心を持つと同時に、技術的な知識と芸術的な表現とを統合できる能力を身

につけ、情報社会の新しいあり方を創造的に開拓していく「高度な表現者」たる資質

を備えたクリエイティブクラスの養成を目的としている。それらを実現させるために、

建学の理念および学位授与方針を踏まえて、教育課程の編成・実施方針を定めている。 

教育課程の編成および実施にあたっては、新しい文化を創造する高度な表現力修得

を目指し、体系的に専門性を獲得するための実践的かつ領域横断的な科目を配置し、

講義、演習、実習等を適切に組合せた高度な授業を開講するとともに優れた研究指導

を行うことを目指し、①高度な表現者としての素養を身に付けるとともに、社会の多

様な要請に対応した幅広い知識と実践力を修得するための、プロジェクト科目および

特別研究科目の設置、②自らを批評し研究成果の社会的意義を問うための綜合科目の

設置、③専門的な方法論と知識を体系的に学ぶために専門科目および制作演習科目の

設置、④問題発見力、課題探求力、問題解決力、表現能力、コミュニケーション能力

など、研究において必須となる汎用的な能力を育成するため導入科目の設置を行うこ

ととしている。 

また教育課程の編成・実施方針は、学位授与方針と同様に、本学 web ページに掲載

し、受験生を含めた広く社会に対して公表を行うとともに、入学時に学生に配付する

「情報科学芸術大学院大学ガイドブック」に掲載している。また、学年ごとに実施す

る４月のオリエンテーションにおいても、教員から直接説明を行っており、これらの

方法により学生へ周知を図っている。（資料 1-1、4-1） 

 

 

点検・評価項目③：教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位課程にふさわしい

授業科目を開設し、教育課程を体系的に編成しているか。 
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評価の視点１：研究科において適切に教育課程を編成するための措置 

・教育課程の編成・実施方針と教育課程の整合性 

・教育課程の編成にあたっての順次性及び体系性への配慮 

・単位制度の趣旨に沿った単位の設定 

・個々の授業科目の内容及び方法 

・授業科目の位置づけ（必修、選択等） 

・各学位課程にふさわしい教育内容の設定 

・コースワークとリサーチワークを適切に組み合わせた教育への配

慮等 

・教育課程の編成における全学内部質保証推進組織等の関わり 

評価の視点２：学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成する

教育の適切な実施 

 

本学における教育課程は、導入科目、綜合科目、専門科目、制作演習科目、プロジ

ェクト科目、特別研究の 6 つの大分類から編成されている。 

本学が育成しようとする人材は、科学者が持つ客観的、分析的な観察力とともに、

芸術家としての主観的、総合的な創作力を併せ持つ人材である。しかし、この両方の

能力を等しく併せ持つ人材は、いまだ少ないため、そのどちらかにウェイトを置く学

生同士により、それぞれの専門領域を超えた協働がなされることが必要である。この

ような考えに基づいて、体系的に科目編成を行っている。各専門分野の高度化に対応

した科目ごとの教育内容は次のとおりである。 

 

 ア 導入科目 

 導入科目は、本学の教育課程における基礎教育として位置づけている。 

 本学は、特定の学部卒業生を前提としていないことから、異なる専門分野を持つ入

学生の相互交流を円滑に進めるためには、他分野への理解、問題意識の醸成およびコ

ラボレーションへの動機付けを行い、コンピュータ等にかかる基礎的技術や知識の標

準化に配慮する必要がある。これらを修得させるため、入学当初に「導入科目」を設

置している。導入科目では、各自のこれまでの専門分野を生かしつつ、その領域を超

えて自己の能力を拡張させるための学生間および教員との取組みを指導している。こ

うした科目を入学当初に開講することで、他分野の学生および教員との間における融

合を円滑にし、本学での教育研究活動の進行をスムーズにさせている。 

 具体的には、入学後 1 週間にわたって、各領域の所属教員が合同で「導入科目」を

開催し、すべての入学生を対象に本学の教育研究方針、各領域の方向性を理解させ、

今後のプロジェクト科目遂行の前提となるコラボレーションへの動機付けを行ってい

る。次に、この「メディア表現基礎１」での成果を踏まえ、当該分野で研究を行うた

めに必要となる情報等の基礎的技術についてワークショップを通して自ら修得する
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「メディア表現基礎４」を配置している。このように導入科目では、今後の専門科目、

プロジェクト科目および特別研究の履修に際して必要となる基礎的知識、技術の修得

を図っている。（資料 1-1 p.6） 

 

 イ 綜合科目 

 協働としてのプロジェクト実施以前に、研究やプロジェクト自体の在り方を問い直

し、社会的な意義を考えるため、事例や歴史的背景あるいは批評といった視点から、

現在の情報技術や芸術における問題群の抽出を目標に、専門分野における情報科学系、

芸術系の基礎的能力を養う。専門科目やプロジェクト科目等に必要となる情報技術を

理解し、メディア表現の意味やその影響を洞察する力を養うことを目的としている。

（資料 1-1 p.6） 

 

 ウ 専門科目 

専門科目は、プロジェクト科目と特別研究科目の実践的な専門的研究・制作に対し、

高度なメディア表現に必要な知識や技術を身に付けるための特論科目である。メディ

ア表現に必要となる事象ないし方法として「情報・身体・メディア」の 3 項目を設定

し、研究対象となる領域ないしテーマとして「芸術・社会・デザイン」の 3 項目をあ

げ、この 2 軸から 9 つの特論を構成した。それぞれを「芸術特論」「情報社会特論」

「デザイン特論」とし、事象ないし方法として ABC の 3 つを配置している。各領域に

おいて特論を提供し、学生は本学で追求する研究内容と修了後の進路に応じ、必要と

なる科目を選択して履修する。（資料 1-1 p.6） 

 

 エ 制作演習科目 

 プロジェクト科目の実施にあたり必要となる応用的・総合的な技術の修得を目的と

し、具体的なテーマに対して実践的な実験・分析・制作などを通した実践能力を養う。

「プロジェクト技術演習」では、複眼的な視野および実践的関心を基盤とする理論形

成能力の育成を目標としながら、メディア表現における新たな問題発見・解決方法を

身に付け、研究能力と知の内実を図り、幅広い視野と確かな洞察力を涵養させること

を目的とし開講している。「情報デザイン演習」「メディアデザイン演習」「インタ

ラクティブメディア演習」は実践力向上を中心に、最新の表現技術の動向に合わせな

がら開講している。（資料 1-1 p.7） 

 

 オ プロジェクト科目 

 本学の理念を背景として、専門教育的授業科目である「プロジェクト科目」を配置

している。表現活動の個人的、内面的な性質は、その対極に位置する社会的、コミュ

ニケーション的な空間と対峙することで、はじめて深く鍛えられるものである。今日、

メディア環境が急速に進展する社会において、開かれた表現活動の場は、非常に重要
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なものである。これを実現するため、学生が各領域に所属するのと同時に、各領域を

横断する形でプロジェクト科目に参加するといった有機的かつ立体的な修学方法を採

用している。 

 プロジェクト科目における第一の目的は、幅広い協働活動により複数領域のノウハ

ウや経験を効果的に融合しつつ、研究活動や技術開発を目指すことにある。   

また、第二の目的は、その成果を教育活動に還元するのみならず、同時に外部に対し

ても技術的、社会的な幅広い還元を行うことである。そのため、プロジェクト科目と

して実施する研究内容については、その適切性を研究委員会において審議し、科目認

定を経ることとしている。科目認定されるためには、横断的プロジェクトであること

を前提とし、時流にとらわれない純粋な制作研究活動、公共性や産業を含む社会的視

点からも評価が得られるもの、プロジェクトの成果が社会に還元され社会からの反響

が再び研究に反映されるものといった条件を課している。また、本学の理念を反映さ

せ、プロジェクトの内容は、個別の専門分野における基礎研究の比重よりも、応用研

究によって得られた「新しい視点の提示」を重視し、領域横断的な視点からのみ提案

できる体系研究、表現研究、調査研究、運用研究であることとしている。 

 履修にあたっては、6 月に「プロジェクト実習Ⅰ（基礎）」を実施し、教員および 2

年次生が各プロジェクトを紹介し、プロジェクト実習を実施する上で必要となる知識

修得を実施した上で、1 年次生が各プロジェクトの内容を理解し、プロジェクトの全

体像を掴むことができるよう配慮している。また、学生は履修選択についてあらかじ

め担当教員の指導を受けるものとし、学生の研究に合致したプロジェクトの履修を可

能にしている。 

 さらに「プロジェクト実習Ⅰ」では導入と位置付け、初期の協働と研究活動を実施

している。こうしたプロジェクト実習への参加を通して、学生は、その成果をそれぞ

れの研究課題と制作に反映させるとともに、複数の専門分野の間において有機的な関

係を見出し、そうした関係の中から、新たな可能性を発見することが促されている。

（資料 1-1 p.7） 

 

 カ 特別研究 

 特別研究は、修士論文、修士作品の作成に対する研究指導や、課題解決に必要な方

法を教授することを目的としている。それぞれの研究指導教員をはじめとして、全教

員が担当している。学生は特定の教員 1 名を主指導教員として選択し、指導を受ける。

ただし、学生が設定する研究テーマが、複数の専門分野を横断することを考慮し、領

域を超えて他の領域からも副指導教員を配置している。なお、こうした複数指導制に

おいても、あくまで教育研究指導の責任者は主指導教員とし、その指導、評価にかか

る責任体制は明確にしている。また、特別研究期間として面談期間を設定し、教員と

学生とが、各自の研究についての進行や評価について、さまざまな角度からディスカ

ッションを行っている。 
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 なお、同系統の科目については、科目名にⅠ、Ⅱと付与し、順次性を示すことによ

り、専門性の深化と各専門の特色を活かすような科目配置になっている。各科目は、

理論と実践的な研究の組み合わせとなっており、系統立てた知識やスキルが身につく

ようにするなど、専門分野ごとに授業科目を体系的に配置している。 

 また、専攻領域に関する高度の専門的知識・能力の修得だけでなく、関連する分野

の授業科目の履修を通して体系的に複数の授業科目を履修するコースワークを採り入

れるとともに、専攻領域における知識を深めるためにリサーチワークを取り入れた体

制を取っている。各授業科目については、学生が自身の学習テーマに沿って、履修し

ており、プロジェクト科目 8 単位、特別研究 4 単位は指導教員の指導のもと、学生が

独自のテーマに取り組んでいる。修了要件単位の 30 単位のうち、リサーチワークにあ

たる単位数は 12 単位となっており、コースワークとリサーチワークのバランスは保た

れている。（資料 1-1 P.7）  

このほか、先端事例などを取り入れた教育を実践するため、それぞれの科目の講義

ごとに特別講義を随時開催している。（資料 4-2） 

 

 

点検・評価項目④：学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置

を講じているか。 

 

評価の視点１：     研究科において授業内外の学生の学習を活性化し効果的に教育

を行うための措置 

・各学位課程の特性に応じた単位の実質化を図るための措置（１年

間又は学期ごとの履修登録単位数の上限設定等） 

・シラバスの内容（授業の目的、到達目標、学習成果の指標、授業

内容及び方法、授業計画、授業準備のための指示、成績評価方法

及び基準等の明示）及び実施（授業内容とシラバスとの整合性の

確保等） 

・学生の主体的参加を促す授業形態、授業内容及び授業方法 

・適切な履修指導の実施 

・研究指導計画（研究指導の内容及び方法、年間スケジュール）の

明示とそれに基づく研究指導の実施 

・研究科における教育の実施にあたっての全学内部質保証推進組織

等の関わり 

 

学生の研究を活性化し、効果的に教育を進めるうえで、次のような研究指導体制を

敷いている。 
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 ア 入学後の履修指導 

 入学式後、1 年次生に対して、2 日間かけてオリエンテーションを実施し、授業の履

修方法、カリキュラムの構成、プロジェクト実習の内容、導入科目の内容などについ

てガイダンスを行っている。また、各教員の担当科目の内容、プロジェクト科目の紹

介、授業科目の内容等を説明した後､領域選択の進め方、プロジェクト科目の内容、学

内機材の取扱指針などについて、教員が個別相談に応じている。また、その翌週から

始まる導入科目「モチーフワーク」の指導を通して、各領域の担当教員が、学生から

の反応に基づいてその適性を把握し、この後に選択する領域について適切な助言を与

えている。入学後に、このような導入期間を設定して履修指導を行うことで、円滑に

履修登録を行うことができる。 

なお、本学においては、履修科目登録について上限は設定していない。たとえば、

専門科目においては 1 科目 2 単位で 9 科目を配置し、また制作演習科目においては 6

科目を配置し、学生の興味や専攻分野に応じた選択履修を可能としている。学生の各

自の判断において、それぞれの履修意欲や時間的負荷等の比較考慮の上で履修科目を

登録させるよう措置している。 

2016 年度における開設授業科目の 26 科目について、演習系が 14 科目（53.8％）、

講義系が 12 科目（46.2％）と両者はほぼ均衡している。演習形式の授業では、ワーク

ショップ形式、グループ討議の授業方法を採用しており、この過程で、情報技術とそ

の利用方法を修得させ、成果物の完成へと導いている。また、本学の教育研究の目的

および性格上、学生相互が切磋琢磨できる演習形式を採用し、その過程で技術を向上

させていくことは、教育指導上、非常に有効なことである。 

 

 イ 1 年次における指導体制 

 「特別研究」を中心として、研究指導教員が修士論文および修士作品の作成指導を

行う。学生は、所属する領域の特定の教員 1 名を主指導教員として選択し、その指導

を受ける。1 年次の学年末までには、研究テーマを設定し、その研究テーマに対して 1

年間で活動した研究内容および作品の結果を、年次制作として発表させる。 

 この間における教育課程としては、綜合科目、専門科目、制作演習科目、プロジェ

クト科目の履修を並行して進めている。プロジェクト科目の実施に際しては、当該領

域所属の教員を代表する責任担当教員を選定し、具体的実施の遂行および単位認定の

責任を明確にしている。プロジェクトの履修については、なるべく同一のプロジェク

トを、1 年次前期から 2 年次後期まで、継続して履修するように促している。 

 

ウ 特別研究面談 

担当教員以外の他の専門領域の教員など、希望する教員に対して個別面談を行うこ

とができるよう、前期と後期に各々2 週間に及ぶ特別研究面談期間を設けている。 

特別研究面談期間は、1 年次生、2 年次生ごとに設定しており、1 年次生は６月およ
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び 11 月、2 年次生は４月、７月および９月の間に 2 週間の期間を設定している。この

期間は、学生の面接要望に対し、全教員が要求に応じることを義務付けており、学生

生活上の問題や、各自の研究進捗状況を把握し、今後の研究の進め方や改善点を指導

している。（資料 1-1 p.7） 

 

 エ 2 年次における指導体制 

 2 年次になると修士論文、修士作品の作成に着手させ、個別的な研究指導を行って

いる。まず、2 年次前期では、前述のプロジェクト科目の履修を並行して行い、多領

域に関するノウハウや経験を修得させる。個々の学生がプロジェクト全体の成果や進

行に携わることによって、プロジェクトの企画、運営、研究交流などの手法を修得し、

その成果をそれぞれの修士論文および修士作品に反映させている。修士論文、修士作

品については、主指導教員である主査 1 名と副査 2 名以上から構成される審査委員会

が審査を行い、修士課程の修了判定は教授会が行う。このように、領域を横断するメ

ディア表現といった研究内容の性質から、主指導教員に加え、関連する研究領域から

副指導教員が加わり、ひとりの学生が複数の教員から指導を受けることができるよう

にしている。（資料 1-1 p.12） 

理論的な水準を確保するため、修士作品にあわせて修士論文の提出は必須であり、

修士作品の審査は修士論文の審査と同一の手続きで行っている。なお、メディア表現

研究という研究内容の性格上、学位授与にかかる質の適切な確保の観点から、修士作

品と論文をあわせて提出することが望ましいが、修士論文のみの提出も認めている。 

修士作品予備審査、修士作品審査および修士論文審査については、審査調書を作成

し、記述による評価に加えて、項目による審査基準を設け、採点による数値化を実施

しており、審査基準の適切性と客観性を確保している。（資料 1-1 p.13） 

複数教員による教育指導体制を採り、学生は特定の教員 1 名を主指導教員として選

択し、指導を受けるが、学生が設定する研究テーマが、複数の専門分野を横断するこ

とを考慮し、副指導教員を配置している。複数教員が学生を指導する体制を通じて日

常的に相互に気づきあうことにつながり、そのことで教員間の教授法の開発にもつな

げている。これらの研究指導について、「年次研究発表」「修士研究構想発表」「修

士研究中間発表」「修士作品予備審査」の経過に合わせ、各学生の指導状況について

教務委員会の場で共有しており、一人の教員に依存しないよう組織的に共有の場を設

けている。 

 

 シラバスは、開講している全ての授業科目について作成し、本学 web ページ上から

閲覧できるように広く公開している。シラバスには、科目名、担当教員、単位数、必

修や選択等の授業区分、配当年次、前期や後期等の開講区分、実施教室の基本情報に

加え、科目のねらい・特色、講義形態、講義計画・項目、教科書・参考書等、成績評

価方法及び試験方法等の項目についても記載し、学生が学修計画を立てるのに必要な
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情報を提供している。 

 授業担当教員は、年度当初に学生に提示したシラバスに基づき、授業運営を行って

いる。授業の進行状況により、当初の計画との差異が出た場合は、臨機応変に授業運

営の構成を工夫するとともに、補講等を設定するなどの対処により、年度当初に提示

した授業内容を確実に実施するようにしている。授業計画や到達目標など十分でない

シラバスについては、教務委員会より各授業担当者へ具体的に記述するよう依頼して

いる。（資料 1-1 p.14～17） 

 

 

点検・評価項目⑤：成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。 

 

評価の視点１：成績評価及び単位認定を適切に行うための措置 

・単位制度の趣旨に基づく単位認定 

・既修得単位の適切な認定  

・成績評価の客観性、厳格性を担保するための措置 

・卒業・修了要件の明示 

・成績評価及び単位認定に関わる全学的なルールの設定その他全学

内部質保証推進組織等の関わり 

評価の視点２：学位授与を適切に行うための措置 

・学位論文審査がある場合、学位論文審査基準の明示・公表 

・学位審査及び修了認定の客観性及び厳格性を確保するための措置 

・学位授与に係る責任体制及び手続の明示 

・適切な学位授与 

・学位授与に関わる全学的なルールの設定その他全学内部質保証推

進組織等の関わり 

 

 成績評価方法については、教務委員会において全体的な指針を協議し、それを受け

て教授会で全教員に対し成績評価にかかる基準の適正な設定を周知することで、教員

間の合意形成を図っている。 

 成績評価の全般的な指針としては、専門科目などにおける講義系の授業では出席率

を 50％とし、残りの 50％は科目に応じた課題や試験を課して評価している。導入科目

や制作演習科目などにおける演習系の授業については、学生の企画からアウトプット

までの一連の作業過程と最終的な提出物の完成度によって評価を行う。 

 プロジェクト科目については各プロジェクトにおけるミーティングの出席状況と、

各自が分担する研究の進捗状況と最終的な成果によって評価を行う。特別研究につい

ては、各自の修士研究、修士論文、修士作品の進捗状況により評価を行っている。な

お、成績はＡ～Ｄの 4 段階（Ｄは不合格）で評価を付している。学生に対しては、各
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授業における成績評価方法をシラバスに掲載し、同時に授業の中で教員から学生に対

して周知している。 

 修士課程を修了し学位を取得するには、導入科目、綜合科目、専門科目、制作演習

科目、プロジェクト科目、特別研究の授業科目の中から 30 単位以上の取得を必要とす

る。講義及び演習については 15 時間から 30 時間を 1 単位とし、実習については 30 時

間から 45 時間を 1 単位とし、全ての授業に関して年間スケジュールを設定し実施して

いる。各授業担当者は、単位制度の趣旨に基づき、適切な学習時間の確保を行った上

で、単位認定を行うことを求めている。（資料 4-3、資料 1-1 p.14～17） 

 なお、本学は、メディア表現専攻という特殊な分野に位置していることから、他大

学等において授業を履修できる単位互換・単位認定の制度はない。 

学位認定審査は、修士作品および修士論文の提出の場合、または修士論文のみ提出

の場合の何れか（以下、「論文等」という。）で行う。審査は、論文等ごとに専任教

授、准教授、講師から主査 1 名、副査 2 名で構成する審査委員会で行う。ただし、「情

報科学芸術大学院大学学位規程」において、審査のために必要であると教授会が認め

た場合は、他の大学院または研究所等の教員等を外部審査員として審査委員会に加え

ることができるようにしている。（資料 4-3-3） 

論文等に対する指導については、年次研究発表、構想発表、年間を通した教員によ

る指導、中間発表、予備審査などを重ねながら完成に導いている。学生に対しては、

週 1 回の授業である「特別研究」において、論文等の作成に対する研究指導や課題解

決に必要な方法を指導する。学生は、所属する領域における教員 1 名を主指導教員と

して選定し､研究に関する相談ができる体制としている。 

論文等の審査については、4 月の修士研究構想発表からはじめ、7 月の修士研究中間

発表、9 月の修士作品予備審査Ⅰ、10 月の予備審査Ⅱを経て、11 月に修士作品審査、

2 月に修士論文発表（最終試験）を行い、3 月の修了判定となる。これらの発表は学内

公開とし、審査委員のみならず他の教員および学生も参加し批評を行うなど、審査の

透明性、客観性を確保している。また、修士作品予備審査、修士作品審査および修士

論文発表については、審査調書を作成し、記述による批評のみならず、10 数項目によ

る審査基準を設けて採点を数値化する措置を講じている。たとえば、論文等の審査に

かかる評価基準としては、論文評価項目「論理性、章立て、論旨、結論、構成等」、

作品評価項目「コンセプト、表現力、技術力」、全体項目「自己分析、総合的な出来

と質」等について指標を設定している。これらの項目を記載した審査調書に基づき、

主査、副査等が 5 段階で評価を付し、審査委員会が合格・条件付合格・不合格を判定

する。 

なお、これらの評価基準については、年度当初に学位認定説明会を開催し、教員が

学生に対して評価項目の具体的な説明を行い、今後のスケジュール等を含めて周知し

ている。 

学位授与状況については、表 4-1 のとおりである。学生が学位申請書を提出し、論文
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等の審査を受け不合格となる事例もある。これは審査の結果、論文等が一定の水準に

達していないと判定されたことによるものである。 

また、最終試験については、論文等の審査終了後、論文等を中心としてこれに関連

する分野について口述または筆記により行う。審査委員会における論文等の審査およ

び最終試験の終了後、その結果を教授会に報告し、教授会が学位授与の可否について

審議のうえ議決する。 

 学位授与・課程修了の認定に際しては、「学位認定に関わる審査の手続き」を定め、

授与方針と基準を適切に周知、運用し、学位審査の透明性、客観性を高める措置を講

ずるなど、適切な対応を行っている。（資料 4-4） 

 

 
 

 

点検・評価項目⑥：学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価

しているか。 

 

評価の視点１：各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測定するための指標

の適切な設定 

評価の視点２：学位授与方針に明示した学生の学習成果を把握及び評価するため

の方法の開発 

≪学習成果の測定方法例≫ 

・アセスメント・テスト 

・ルーブリックを活用した測定 

・学習成果の測定を目的とした学生調査 

・卒業生、就職先への意見聴取 

評価の視点３：学習成果の把握及び評価の取り組みに対する全学内部質保証推進組

織等の関わり 

 

本学は、各分野で活躍する人材、特にクリエイター等として起業し活躍する人材を

これまで多数輩出しており、教育目標に沿った十分な成果を上げている。 

（資料 4-5） 

 また、プロジェクト実習や特別研究等の指導の中で制作された作品等が、国内外で

の多数の受賞歴が挙げられる。アルス・エレクトロニカ、文化庁メディア芸術祭など
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での大賞受賞を始め、学生や卒業生が、国内外の著名な賞を数多く受賞し、その作品

は国内外から高い評価を得ている（資料 4-6、4-7 P.19）。 

 また、毎年、ソフトピアジャパンにおいて、学生主導による修了研究発表会を開催

しており、本学の授業や研究活動を広く紹介し、好評を得ている。（資料 4-8） 

学習成果とは，シラバスを通じて，学位プログラムの学習成果（学位授与方針）と

授業科目レベルの学習成果（シラバスの到達目標）が結びつけられ，その上で，学生

が適切に科目履修することを通じ、達成するものである。教育効果のシステム全体へ

の機能的有効性を検証する仕組みの導入としては、各授業における詳細な基準設定を

各教員に任せていることから、教務委員会において全体的な指針を協議し、その事後

評価等に対する検証を行い、全学的な意思統一を図っている。 

各授業の教育の効果を測定するため、授業アンケートを実施し、その際に得られた

情報や意見を授業に反映する仕組みを実施している。授業アンケートは年２回実施し、

前期授業の終わる 7 月と後期授業の終わる 1 月に実施しており、また、情報を得るだ

けではなく、意見に対する回答を作成し学生へ公開することにより、一方的に情報を

得るだけではなくフィードバックをすることで、意見を授業への反映だけではなく透

明性を確保する仕組みを実施している。（資料 7-7） 

 卒業生から在学時の教育内容、教育方法を評価させる仕組みについては、現在のと

ころ導入していない。卒業生の就職先における雇用主からの評価制度も導入していな

いが、本学の教職員が卒業生の雇用主と面談する機会がある場合は、卒業生の近況等

を個別に尋ねる等、情報の収集に努めている。 

 

 

点検・評価項目⑦：教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・

評価を行っているか。また、その結果をもとに改善・向上に向け

た取り組みを行っているか。 

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

・学習成果の測定結果の適切な活用 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

 本学では、大学に課せられた責任・義務を自覚した上で、毎月開催する教務委員会

や教授会において、教育目標や学位授与方針、教育課程の編成・実施方針について随

時検討している。 

 教育研究指導の改善への取組みとして、全学生に対し、前期と後期の年間 2 回、学

生アンケートを実施している。アンケートの中では、授業に関し、1 科目ずつ自由記

述で意見を記載することにより、具体的な意見を聴取することとしている。また教育

課程全般について、カリキュラムの構成、授業の充実度、学生の研究との関連性、時
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間割の設定など４段階評価で集計している。このような学生アンケートを通して明ら

かにされた問題点や今後の課題については、教務委員会で具体的な対応を協議し、そ

こでの検討を踏まえて、教授会において問題点や今後の課題について共通理解を図り、

教育研究指導方法の改善へと生かしている。（資料 7-7） 

 アンケートの結果に対する今後の対応方針については、こうした協議の過程を経た

後、全学生および教職員にメールで配布し、改善への具体的取組みを周知している。 

 また、今後の改善への具体的対応策は、各教員が授業実践に生かすだけでなく、次

年度のカリキュラム編成にも生かしている。 

 

 

（２）⾧所・特色 

 建学の理念や教育目標に基づいた教育課程の編成・実施方針に沿ってカリキュラム

が編成されており、研究の質向上に効果を上げている。 

特に、特別研究を中心とする研究指導体制により、学生 1 人に主査および副査２人、

さらに関係する複数の教員により、複合的な領域横断に対する研究指導体制を築いて

おり、きめ細かい指導を実践し効果を上げている。また、プロジェクト実習は、実社

会における課題に取り組むことにより、多領域に関するノウハウや経験の習得に効果

がある。 

 学位授与・課程修了の認定に際しては、授与方針と基準を適切に周知、運用し、学

位審査の透明性、客観性を高める措置を講ずるなど、適切に運用している。学位論文

の中間発表会および修了審査会は大学院生全員が出席しており、1 年次の学生にとっ

ては自らの研究・制作活動の進行についても参考になることが多い。 

 講義や実習を通じた実践的な教育と、他者との対話を意識した表現活動や言語化の

作業は、多様な形態の芸術表現を通して新しい文化の創造を実践する人、または、情

報社会の新しいあり方を創造する人、あるいは、情報を駆使し地域や社会に新たな形

態を提案する人、といった本学の教育目標に沿った人づくりを行っており、多くの卒

業生が新しい教育機関や文化施設、企業やアーティスト等として活躍しているほか、

ベンチャー起業する者も多く、それぞれの分野で活躍している。また、在学中や卒業

後に国内外の多数の賞を受賞している。 

 

（３）問題点 

教育内容をより体系的に改善するため、⾧期的な視野に立った発展を見据えた方策

を引き続き検討する必要がある。導入科目からプロジェクト科目への流れは、本学の

基礎的な研究作法習得から実践的な社会へ向けた視座の獲得を促すことを目指すが、

多様な領域横断を必要とすることから、より授業間連携を深め、一貫性のある指導体

制を更に拡充させる必要がある。また、多様な領域を網羅する専門科目において、そ

れぞれ授業毎に専門性を確保するように努めているが、より十分な領域をカバーする
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方法を検討する必要がある。  

 

（４）全体のまとめ 

今後は社会の変化に対応しながらも、本学の目的・理念に則った多様化する世界観

に対応しつつ、専門技術はもちろんのこと、哲学的、また科学的にも研究を広い視野

から捉え直し、⾧い射程をもつ文化創造の視点を備えた高度な表現者の育成を行って

いく。 

また、これまでの全教員参加の検証機会を活用し、あるべき教育目標や教育課程の編

成等に向けた改善を継続していく。 

 本学の特色のひとつであるプロジェクト科目は、成果が社会に還元され社会からの

反響を再び研究に反映する形式を取り、これまでも多くの成果発表を実施しているこ

とを踏まえ、こうした教育課程をさらに充実させ、教育目標に沿った高度人材の輩出

につなげていく。  
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第５章 学生の受け入れ 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：学生の受け入れ方針を定め、公表しているか。 

 

評価の視点１：学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏まえた学生の受け

入れ方針の適切な設定及び公表 

評価の視点２：下記内容を踏まえた学生の受け入れ方針の設定 

・入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像 

・入学希望者に求める水準等の判定方法 

 

 学生の受け入れ方針として、本学が求める学生像を下記のように定義し、入試募集

要項、web サイトで周知している。（資料 5-1 P.1） 

⑴自らの専門領域の知識を生かしながら他分野への横断的な探求を試みる人。 

⑵情報社会の新しいあり方を創造的に開拓しようとする人。 

⑶人や社会との新しい関係性を考え、次世代の産業を生み出そうとする意欲のある

人。 

⑷様々な形態の芸術表現を通して、新しい文化の創造を目指す人。   

⑸情報やコミュニケーションに新たな形を与え、地域や社会に提案をして心豊かな

社会の実現をめざす人。 

本学には異なる様々な専門分野の学生が入学するため、入学前に修得しておくべき

知識等の内容および水準についての明示は行っていない。代わりに、毎年 7 月末に開

催する学校公開イベント「オープンハウス」を始めとして年間に数回、進学説明会と

進学相談会から構成されるイベントを開催している。進学説明会においては、研究科

⾧等が説明を担当し、本学のカリキュラム、研究の事例、学生生活などについて詳細

に説明する。進学相談会においては、参加者から事前に募った希望に応じて教員を割

り得て、個別に 30 分間程度の面談を実施し、それぞれの専門分野に応じて事前に修得

しておくべき知識等の内容・水準について説明している。この他、受験希望者からの

問合せに応じて対面およびオンラインでの進学相談を随時開催している。 
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点検・評価項目②：学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度

や運営体制を適切に整備し、入学者選抜を公正に実施している

か。 

 

評価の視点１：学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入学者選抜制度の

適切な設定 

評価の視点２：授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供 

評価の視点３：入試委員会等、責任所在を明確にした入学者選抜実施のための体

制の適切な整備 

評価の視点４：公正な入学者選抜の実施 

評価の視点５：入学を希望する者への合理的な配慮に基づく公平な入学者選抜の

実施 

 

本学が学生として求める人材としては、多様なバックグランドを持つ学部卒業者や

社会人経験者、企業経験者など、多彩な領域から柔軟な発想のできる人である。 

入学者選抜方法については、岐阜高等専門学校との協定に基づく特別推薦入試を 5

月に、学部に在籍中の学生を対象とした推薦入学試験を 7 月に、一般入学試験を 10 月

と 2 月の 2 回、社会人短期在学コース入学試験を 7 月、10 月、2 月の 3 回実施してお

り、特別推薦入試は適正審査、推薦入学試験は出願書類と面接審査、一般入学試験は

出願書類、論述試験及び面接審査によって選考を行っている。 

学生の募集については、web サイトはもとより、大学を一般公開するオープンハウ

スなどの各種イベントにおける PR を行っているほか、東京、京都、名古屋、大阪にお

いて進学説明会・相談会を開催したり、教職員が全国各地の大学等へ入試広報資料送

付などを行い、学生獲得に努めている。 

また、海外からの留学生が受験しやすいように、募集要項や入学試験問題も日英併

記とするなどの配慮を行っている。（資料 5-1、5-7）なお、社会人の受け入れに対応

するため、2019 年 4 月に「社会人短期在学コース」を新たに設けた。これは、社会人

短期在学コースとは、作品制作や社会活動など何らかの実績がある人々や、企業など

で先駆的な研究・開発テーマに取り組んでいる人々を対象とし、本学でそれらの実績

を基に研究を進めることを前提として、通常は 2 年間の修士課程を 1 年間に凝縮した

カリキュラムで実施するコースである。初年度は 5 名が受験し、4 名が合格して入学

し、3 名が 2020 年 3 月に修了した。くわえて、学士の資格はないものの同等以上の優

れた能力を持った社会人が受験できるよう、出願資格審査を設けている。実際に、

2019 年度に入学した 4 名のうち 1 名がこの制度を活用した。さらに、社会人が活用で

きる制度の積極的なアピールや入試制度及び学内カリキュラムの工夫などにより、社

会人がより研究に従事しやすい体制の検討を具体的に進めている。（資料 5-1 P.3） 
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その他、社会人の受け入れについては、「情報科学芸術大学院大学研修員規程」に

基づき、官公庁、学校、民間会社等が研修のために派遣する職員で、かつ本学が大学

卒業者と同等以上の学力があると認めた者について、学年または学期の始めから研修

期間を原則 1 年以内として受入れている。研修員は指導教員のもとで、研究に従事し、

研修修了に際しては研修修了証明書が交付される。（資料 5-2） 

また、社会人が活用できる他の制度として「情報科学芸術大学院大学研究生規程」

に基づく研究生制度を設けている。官公庁および会社等に在籍する社会人が研究生と

して入学を志願する際には、個人的研究のためであること、会社等の事業目的の派遣

ではないこと、また会社等に在籍のまま研究生として入学することに支障がないこと

を確認している。（資料 5-3） 

これ以外に、上記のような条件を付けていない「情報科学芸術大学院大学科目等履

修生規程」に基づく科目等履修生制度も活用できるなど、社会人が本学で研究に従事

するための各種制度を設けている。（資料 5-4） 

外国人留学生については、表 5-1 のとおり 2017 年度において 2 年次１名、１年次２

名（いずれも韓国）の計３名である。外国人留学生のための特別な受験枠は設定せず、

一般入試において他の学生と同様に対応している。5 月 1 日現在で、本学の在籍学生数

47 名に対する構成比は、外国人留学生６％となっている。また、各国の国費留学制度

等を活用した研究生には毎年数名程度の応募があり、2016 年度においては計２名の応

募があった。また研究生への応募も１名あり、受け入れを決定した。 

入学試験は英語により受験できる体制を整えており、必要であれば、入学後には英

語に堪能な教員が個人研究の指導を担当する。また、事務局にも外国籍の国際交流員

1 名を配置して、教育支援を行っている。なお、学内における連絡事項は日本語およ

び英語で表記し、外国人留学生にも適切に情報が伝達されるよう配慮している。 

教育課程における講義は、ほとんどを日本語で行っており、また日本人学生とのコ

ミュニケーションにも日本語能力が必要であるため、外国人留学生の受験時には、日

本語能力を証明する書類の提出を義務づけている。しかしながら、日本語能力が十分

でない外国人留学生もいるため、英語による論文提出を認めている。なお、生活面に

おいては、外国人留学生が優先的に学生寮を利用できるよう配慮している。 

 

  表 5-1 留学生の入学状況 

年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 

国籍 

 

韓国（２）  中国 韓国 

    

インド 

中国 

台湾 

     

人数 2 0 1 4 
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本学における入学者選抜は、入学試験委員会と、入学試験実施委員会により、厳格

に管理、運営されている。 

 入学試験委員会は、学⾧、メディア表現研究科⾧、図書館⾧、産業文化研究センタ

ー⾧、教務委員⾧、広報委員⾧、メディア表現研究科から選出された委員 2 名によっ

て構成され、入学者選抜試験実施のための制度、組織および方法、入学者選抜試験の

企画、進学説明会の企画および実施、社会人が進学しやすいカリキュラムおよびより

高度なカリキュラムの検討に関する事項を所管している。対象期間における主な実績

として、先述した社会人短期在学コースを新たに設けたほか、年間数回の進学説明会

を開催した。 

 また、入学者選抜試験の実施および合格者原案の作成に関する職務の円滑適正を期

すために、メディア表現研究科に所属する専任の教授、准教授および講師からなる入

学試験実施委員会を設置し、出願資格審査、試験問題の作成、答案等の採点、合格者

原案の作成などを行っている。このほか、学内においても非公開の作問部会を設置

し、試験問題の作成および答案等の採点を行っている。（資料 5-6） 

 

本学の入学試験は、2017 年度までは 1 年度中に 4 回（特別推薦入試 1 回、推薦入試

1 回、一般入試 2 回）、2018 年度からは 1 年度中に 7 回（特別推薦入試 1 回、推薦入

試 1 回、一般入試 2 回、社会人短期在学コース 3 回）実施しており、いずれも全ての

志願者に対し、本学を志望するに至った動機、本学に入学した場合の研究計画などを

記入した選考資料を提出させている。 

 また、入学試験において受験生は、審査Ⅰまたは審査Ⅱのいずれかの資料を選択し

て提出することができる。審査Ⅰを選択した受験生には、所属する組織（大学の研究

室、講座及びゼミ、企業の部署など）における活動内容、成果及び業績などを記入し

た資料の提出を求めている。審査Ⅱを選択した受験生には、これまでの活動履歴の記

載や冊子・ファイルなどの作品の提出を求めている。 

 論述試験は、一般的な主題を与えそれについて論ずる小論文や、主として理工系の

論理的思考能力を試す課題など、複数の問題の中から選択して解答させる。これら

は、日本語および英語で出題し、いずれの言語でも解答できるように配慮している。

（資料 5-7） 

 面接審査は、選考資料に基づく質問を中心に日本語で行う。ただし、英語能力を確

認するために英語による質疑応答も行っている。外国人出願者については、原則とし

て日本語で質問を行うが、英語で返答しても良いこととしている。 

 また、入学試験の成績（得点）は、その合否に関わらず希望する受験者に対して公

開している。 

 

本学では「障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」を定め、
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2016 年度から施行している。障害のある受験者があった場合には、これに基づき対応

することとしている。（資料 5-8） 

 

 

点検・評価項目③：適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学

生数を収容定員に基づき適正に管理しているか。 

 

評価の視点１：入学定員及び収容定員の適切な設定と在籍学生数の管理 

・収容定員に対する在籍学生数比率 

・収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に関する対応 

 

 入学定員充足率は、「大学基礎データ」表３のとおり、ここ 5 年間は 85%～115％

で推移している。本学は定員が 20 名と少なく入学者数に充足率の影響が出やすいが、

大規模大学と異なり、例えば 25％増といっても相当する人数は 5 名であり、学生の学

修や研究には十分に対応可能な状況である。入学辞退者数は 2015 年度および 2020 年

度の 3 名が最大であることから、例年定員に 3 名前後上乗せして合格者を発表してい

る。 

収容定員に対する在籍学生数比率に関して、1 学年 20 名、計 40 名の定員に対し、

2020 年 5 月 1 日現在の在籍学生数は「大学基礎データ」表 2 のとおり 56 名（研究生

2 名を除く）と、在籍学生数／収容定員は 140％、収容定員に対して 16 名超過してい

る。16 名の内訳は、2020 年度の入学者が定員より 2 名少なかった一方で、休学による

留年が 2 名、修士作品審査および修士論文審査の結果不合格となったことによる留年

が 16 名生じたことによる。 

 

 

点検・評価項目④：学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行って

いるか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを

行っているか。 

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

 入学試験委員会において、前年度の入試結果を踏まえ、学生の受け入れ方針に基づ

き、当年度の募集計画案を策定するとともに、その選抜にあたっても、適正な実施に

努めるよう定期的に検討を行っている。 

 また、入試委員会では、入試選抜によって、アドミッションポリシーに基づいた学

生像の入学希望者を選抜しているが、広報委員会では広報結果が適切に学生募集に結
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びついているか、検討している。これらは、毎月１回開催される各委員会にて継続的

に実施している。 

 

 

（２）⾧所・特色  

 本学が求める学生像は、アドミッションポリシーを入試要項に明記している。（資

料 5-1 P.1） 

 本学の特色に合った学生を選抜し受け入れるためには、現在の選抜方法と受け入れ

時の対応は適しているものと考える。社会人・留学生についても、少人数教育を実施

しているため、入学前の学修歴や実務経験に合わせたきめ細かい対応が実現できてい

る。 

 なお、本学は学部を持たない単独の大学院大学であり、学生の確保面において厳し

い状況下におかれているが、例年、定員を大きく超える志願者がある。 

 

 

（３）問題点  

 不安定で、不確実で、複雑で、曖昧だといわれる 21 世紀において様々な課題に取り

組むためには、異分野の人々による協働が必要だといわれている。この点において、

アート、デザイン、工学、社会科学など、多様な専門分野出身の教員と学生が共通の

言語を持つことに 20 年以上前から取り組んできた本学は、21 世紀において求められ

るスキルを学ぶのに絶好の環境である。また、デザイン思考（顧客起点で潜在的なニ

ーズを発掘してそれに十分に応える製品やサービス・組織などを生むための思考法）

やシステム思考（多様な視点から対象を捉えながら対象を系統的に捉えることでその

構成要素と要素間の関係性を捉えていくための思考法）に関しても 2005 年頃から先駆

的に取り組んできており、こうしたスキルを学びたい社会人が増加している状況に十

分答えられるだけの潜在的能力を有している。くわえて、県内外の企業等からの社会

人が進学しやすい状況をつくるため、社会人短期在学コースを設けており、多様な修

学形態を実現している。 

 しかしながら、入学年度の翌年が修了年度となる 2 年間の修士課程のみでは学生間

で知を共有し深めて行くにも限界があり、メディア表現の研究における先駆的な学校

という社会からの期待に十分応えるだけの高度な人材を育成するには不十分である。

この点に関しては、検討を経て 2020 年 3 月末に博士後期課程の設置を申請しており、

もし設置されればこの問題についても解消されることが期待できる。 

 なお、学生の受け入れ方針は明示しているものの、入学希望者に求める水準等の判

定方法までは明示していないことから、これを今後明文化するよう検討を進める必要

がある。 
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（４）全体のまとめ  

 学部を持たない研究科のみの大学院大学において、ほぼ毎年定員の 1.5 倍以上の応

募がある現状の維持・向上に努めつつも、本学の高度な教育研究水準を維持していく

ためには、潜在的な受験者への広報活動をより一層強化しつつ、これまで以上に厳格

な入学者選抜を実施していく。 

 社会人の受け入れとより高度な人材育成に対応できるよう、特別に優秀な学生を対

象にした 1 年間で修了できる社会人短期在学コースも設置済であり、初年度に 3 名が

修了している。今後は、より高度な人材を育成しつつ、修士課程の学生にもよい影響

を及ぼせるよう、博士後期課程を設置していく。 

 また、学生受け入れ方針について、入学者に求める水準等の判定方法を明示するよ

う、入学試験委員会で検討を進めていく。 
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第６章 教員・教員組織 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：大学の理念・目的に基づき、大学として求める教員像や研究科

の教員組織の編制に関する方針を明示しているか。 

 

評価の視点１：大学として求める教員像の設定 

・各学位課程における専門分野に関する能力、教育に対する姿勢等 

評価の視点２：研究科の教員組織の編制に関する方針（分野構成、各教員の役割、

連携のあり方、教育研究に係る責任所在の明確化等）の適切な明示 

 

メディア表現の新しい可能性を追求する創造的研究には、細分化された分析的視点

に止まらない柔軟性を持つことが必要である。そのため、専門領域を横断する学際

的、超領域的な教育体制の構築が適切であり、これに対応できる教員を選定していく

必要がある。 

本学では、教員にはそれぞれの学術領域での高度な専門性と、また、それらの領域

を横断的に活動できる広範囲の知見を求めている。また、他分野と積極的に協働しな

がら新しい領域を開拓する必要性から、これらの問題点に意欲的に取り組み教育研究

を行える教員の資質を判断している。 

 

 本学の教員組織としては、教育研究体制を複数の研究科に分離せず、一研究科一専

攻として、全専任教員がここに所属している。本学の教育方針に沿った教員組織の整

備によって、多様なメディア表現に必要とされる理系と文系の各分野の専門教員を揃

え、各研究活動に対し専門領域が異なる複数教員による指導を行う体制をとってい

る。教員の欠員が出た場合、同様の分野と科目にて募集することを前提としており、

現在の分野構成を保つ構成としている。プロジェクト科目においては原則複数の教員

による指導が行われるとともに、修士 2 年には主査 1 名と副査 2 名の計 3 名が指導教

員として選定され、修士研究の指導にあたっている。 

 

 

点検・評価項目②：教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を展開す

るため、適切に教員組織を編制しているか。 
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評価の視点１：大学全体及び研究科ごとの専任教員数 

評価の視点２：適切な教員組織編制のための措置 

・教員組織の編成に関する方針と教員組織の整合性 

・各学位課程の目的に即した教員配置 

・国際性、男女比 

・特定の範囲の年齢に偏ることのないバランスのとれた年齢構成

への配慮 

・教育上主要と認められる授業科目における専任教員（教授又は准

教授）の適正な配置 

・研究科担当教員の資格の明確化と適正な配置 

 

・教員の授業担当負担への適切な配慮 

・バランスのとれた年齢構成に配慮した教員配置 

評価の視点３：教養教育の運営体制 

 

「大学基礎データ」表１のとおり、2017 年 5 月において、入学定員 20 名、収容定

員 40 名に対し、専任教員数は 19 名である。同表２のとおり在籍数は 47 名であり、教

員 1 名あたり学生数は 2.5 名となり、少数に対する充実した指導体制を維持している。

本学の教員数は岐阜県庁の人事組織定数のなかで管理されており、本学の研究科を維

持するために必要である教員数として認められている。 

 2020 年 5 月の時点で専任教員の年齢構成は、「大学基礎データ」表 5 のとおりで、

職位に応じた年齢構成となっている。教員は年齢区分ごとに分散しているが、前回の

点検時との比較では、ほとんどの教員が引き続き在籍していることから、全体的に年

齢が上昇する傾向にある。現在専任教員の任期制は設けていない。また、専任教員は

65 歳をもって定年としている。 

 本学の教育研究の目的を果たし、高度なメディア表現者の輩出に足りる高度な学術

知識と経験を有する研究者教員を配置している。 

 教員組織編成は以下の考え方に基づいて行っている。教授・准教授の授業担当は、

講義・演習科目とプロジェクト科目、特別研究科目の担当である。プロジェクト科目

はグループ学習（数名の学生から構成）の形態をとり、1 グループ当たり主担当教員 1

名（教授・准教授が担当）、副担当教員数名（教授・准教授が担当）が割り当てられ

る。本学では、プロジェクト科目に重点を置いているため、この活動に週数コマ程度

従事している。また特別研究科目では、修士作品と修士論文の指導が行われ、チーム

ティーチングの体制を採り、主査 1 名、副査 2 名の合計 3 名が 1 名の学生を指導する

体制を設けている。研究科担当教員の資格基準及び審査は、「情報科学芸術大学院大

学の研究指導教員及び科目担当教員の資格基準」に基づいており、担当する授業担当

教員については、カリキュラムの編成段階において、教務委員会で審議し、教授会で
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決定している。（資料 6-6） 

 

グローバル化への対応の 1 つとして、外国人教員数は 2 名である。女性教員数につい

ても、2 名である。 

授業内容をより拡充して充実するために非常勤講師を配置している。専任教員と非常

勤講師の担当科目を（資料 1-1 p.15～16、資料 4-2）に示す。 

 

 教育課程および授業等の検討、進行、点検等については、「情報科学芸術大学院大

学教務委員会規程」に基づき、教務委員会が所管している。当委員会は、メディア表

現研究科から選出された委員等をもって構成され、カリキュラムの編成方針、個別の

授業の問題点などについて、毎月 1 回定期的に開催し、協議を行っている。また、

2012 年度より原則全教員が当委員会に出席し、他の委員会と同様、本学の教育課程の

進行および改善点について議論しながら共通認識を形成しており、審議、決定された

事項は教授会へ報告され、承認される。このように、教員間の連絡調整体制とそのプ

ロセスは組織化・制度化されており、これを適切に行っている。（資料 6-2） 

 

 

点検・評価項目③：教員の募集、採用、昇任等を適切に行っているか。 

 

評価の視点１：教員の職位（教授、准教授、助教等）ごとの募集、採用、昇任等

に関する基準及び手続の設定と規程の整備 

評価の視点２：規程に沿った教員の募集、採用、昇任等の実施 

 

 教員の採用および昇任については「情報科学芸術大学院大学教員等選考規程」およ

び「情報科学芸術大学院大学教員等採用及び昇任選考基準」に基づいて実施してい

る。なお、採用および昇任の審査基準は、大学設置基準に規定する教員の資格に準

じ、教授、准教授、講師、助教に応じて選考基準を規定している。 

 教員の採用および昇任の選考の必要が生じた場合は、教員等選考規程第 2 条によ

り、メディア表現研究科⾧および産業文化研究センター⾧が学⾧に申し出る。その申

出に基づき、教員等選考委員会を設置するための教授会を開催する。委員会は、学

⾧、メディア表現研究科⾧、産業文化研究センター⾧および教授会が選出する委員 3

名の計 6 名で構成される。教員等選考委員会では、選考資料である履歴書、教育研究

業績書等により、人格、学歴、職歴、教授能力、教育研究業績、学会および社会にお

ける活動、健康状態などの選考基準に基づいて、採用または昇任の可否を審査する。 

 教員等選考委員会での審査の結果報告を受け、教授会において審議を行い、採用ま

たは昇任の可否を決定する。なお、教員の採用の場合は、教授会の決定を受けて学⾧

が採用内申書を岐阜県へ提出し、岐阜県知事が任命する。 
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このように、教員の採用および昇任に対しては学内での基準および手続きを定め、

これらの基準に基づいて厳格かつ適切に実施している。 

なお、教員の採用において公募を明確に制度化したものはないが、教授会における

その必要性の議論を踏まえ、2020 年度採用の一部において公募を実施した。（資料 6-

3、6-4、6-5） 

 

 

点検・評価項目④：ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動を組織的かつ

多面的に実施し、教員の資質向上及び教員組織の改善・向上につ

なげているか。 

 

評価の視点１：ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動の組織的な実施 

評価の視点２：教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評価とその結果の活用 

 

本学では、教員の資質向上および教員組織の改善・向上に向けて、学内各委員会が

分担して教育内容、学生対応等の改善および今日的課題等を取り上げ、ファカルテ

ィ・ディベロップメント（FD）研修を実施している。それぞれの委員会には原則全教

員が出席していることから、これにより教員の個々の資質向上が図られている。FD 研

修の開催状況は資料 6-10 のとおりである。 

 

 また、教育・研究活動については、学生によるアンケートによる評価が行われると

ともに、個々の教員の業績評価については、地方公務員法の改正（2016.4 施行）に伴

う人事評価制度の導入の一環として、「情報科学芸術大学院大学教員評価の実施方

針」及び「情報科学芸術大学院大学教員評価実施要綱」に基づき、2016 年度から評価

を開始している。(資料 6-8、6-9) 

 

 

点検・評価項目⑤：教員組織の適切性について定期的に点検・評価を行っている

か。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っ

ているか。 

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく定期的な点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

 本学の理念・目的を実現するために必要となる教員組織については、教授会や教務

委員会において、その適切性の議論がなされており、必要に応じて事務局を通じて岐

阜県庁の人事要求を行っている。学内の業務を所掌する各委員会についても適宜役割
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を見直すなかで、どの委員会にも属さない事項が生じた場合には、学⾧がワーキング

グループを設置し、検討を進めて教授会に報告を行っている。 

また、2016 年度からは教員の評価制度を導入するなど、日々改善に取り組んでい

る。 

 

 

（２）⾧所・特色  

 学生に対して十分にきめの細かい教育を提供できる教員組織体制を整えている。本

学の教育の目標とする優れた人材の育成を達成するため、徹底した少数精鋭教育を採

用しており、これが本学の大きな魅力となっている。それは芸術、デザイン、プロダ

クト、教育研究、企画運営など多岐に亘る分野で活動を続ける卒業生たちの社会的評

価はもとより、何よりもその多様性そのものに現れている。 

 

 

（３）問題点  

 本学の研究科において取り扱っている分野は非常に多岐に渡っており、メディア表

現研究の指導に必要となる専門領域を持つ教員を採用・配置しているが、今後の社会

の変化に対応しながら本学の理念・目的を実現するためには、将来を見据えた計画的

な教員採用を行っていく必要がある。教員の定年に伴う欠員補充時期は想定が可能で

あるため、これに合わせて必要となる教員の専門領域を事前に特定するなどして、採

用方針を設定していく必要がある。 

また、メディア表現研究のさらなる発展と社会のニーズ等に応えるため、社会人短

期在学コースを設置し、また博士課程の設置を予定しおり、これに応じた教員の資質

向上をはかる必要がある。 

教員の昇任についての手続きや基準は明確化されているが、教員の職階ごとの定数

は必ずしも明確になっていないため、今後基準の必要性を含め対応を検討していく。

グローバル化への対応、また男女比への対応は引き続き検討していく。 

 

 

（４）全体のまとめ  

教員組織の編成について、本学の特⾧である複数の異なる専門領域による指導体制

を継続することで、高度人材の輩出とともに、本学教育研究水準の維持向上をはかっ

ている。高度なメディア表現者の輩出に足りる高度な学術知識と経験を有する研究者

教員を配置しており、肌理細やかな教育が実施できるだけの人員を有する。また、学

生の学習過程を逐次評価し、これを教育へのフィードバックがはかることのできる組

織的な連携体制を確保している。さらに、教員のさらなる資質向上に向け、ＦＤ研修

を随時実施している。 
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教員の採用について、選考基準及び選考手続きが明確に定められ、さらに教員等選

考委員会で審査され選考が行われている。教員の昇任についても、教員選考に準じた 

基準に基づき、実施されている。以上から、本学においては教員採用・昇任について

明確な基準が定められ、かつ、適切な運用がなされている。 

これらを総合し、大学基準に照らして極めて良好な状態で求める教員像や教員組織

の編制方針を明確にし、それに基づく教員組織を適切に整備するとともに、絶えず教

員の資質向上に取り組み、その内容が卓越した水準にあるといえる。 
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第７章 学生支援 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：学生が学習に専念し、安定した学生生活を送ることができるよ

う、学生支援に関する大学としての方針を明示しているか。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的、入学者の傾向等を踏まえた学生支援に関する大

学としての方針の適切な明示 

 

本学では、学則のほか、「情報科学芸術大学院大学履修規程」「情報科学芸術大学

院大学学生生活規定」を始めとする諸規程を定めており、それを基に具体的な学生支

援の内容については、主に学生委員会において検討し、教授会において決定してい

る。（資料 1-3、4-3） 

 条例や学則、規程集および具体的な学生支援の内容については、全学生および教職

員に配布する毎年発行の情報科学芸術大学院大学ガイドブックに記載し、学生および

教職員への周知を図っている。ガイドブックでは、学校生活一般から制作活動、コン

ピュータや設備機材等の取り扱い方のほか、Ｑ＆Ａなどを用意し、きめ細かく具体的

な内容を周知している。（資料 1-1 P.46～） 

 

 

点検・評価項目②：学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制

は整備されているか。また、学生支援は適切に行われているか。 
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評価の視点１：学生支援体制の適切な整備 

評価の視点２：学生の修学に関する適切な支援の実施 

・学生の能力に応じた補習教育、補充教育 

・正課外教育 

・留学生等の多様な学生に対する修学支援 

・障がいのある学生に対する修学支援 

・成績不振の学生の状況把握と指導 

・留年者及び休学者の状況把握と対応 

・退学希望者の状況把握と対応 

・奨学金その他の経済的支援の整備 

・授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供 

評価の視点３：学生の生活に関する適切な支援の実施 

・学生の相談に応じる体制の整備 

・ハラスメント（アカデミック、セクシュアル、モラル等）防止の

ための体制の整備 

・学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮 

評価の視点４：学生の進路に関する適切な支援の実施 

・キャリア教育の実施 

・学生のキャリア支援を行うための体制（キャリアセンターの設置

等）の整備 

・進路選択に関わる支援やガイダンスの実施 

評価の視点５：学生の正課外活動（部活動等）を充実させるための支援の実施 

評価の視点６：その他、学生の要望に対応した学生支援の適切な実施 

 

 本学では、1 年生に対しては学生個人ごとに担当教員１名を配置し、2 年生は、主に

論文指導等を行う主査１名とそれを支援する副査 2 名を配置して教育研究指導を行っ

ており、これら主担当の教員を中心に、全教員が学生の情報を共有しながら修学の支

援を行っている。 
 

学生は研究するテーマに応じて利用する施設・設備が異なる。このことから、補習

教育として学生はそれらの操作方法の講習を選択して受けることができる。具体的に

は木工室、金工室、サウンドスタジオ、ビジュアルスタジオ、デザインスタジオに関

しては、プロジェクト技術演習の一環として、それぞれ講習を受けて利用することに

なっている。 
 

 本学の特徴であるプロジェクト科目の中には、開催が不定期で単位は取得できない

が、学生が自由に参加できる講座が存在する。これを「参加型プロジェクト」と呼

び、それらは履修科目とは異なる観点での教養講座、メディア表現に関する知見や実
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験的な機会を提供する。学生は自身の興味や研究テーマに照らして任意に選択して参

加することができる。 
 

 本学では、一般社団法人自治体国際化協会のあっせんを受けて、通訳や翻訳を業務

とする「国際交流員」を事務局内に常時配置している。一般入試に合格した留学生は

十分な日本語能力を有するが、必要に応じて様々な場面で教員や国際交流員のサポー

トを受けることができる。また、交換留学制度を利用して短期滞在する留学生につい

ても、交換留学担当教員と国際交流員が研究や生活面でのサポートを行う体制を整え

ている。 

 

 本学では障がいのある学生への就学支援として、「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する教職員対応要領」を定め、2016 年度から施行している。障害のある学生

がいる場合には、これに基づき対応する。（資料 5-8） 

また、本学は 2014 年度に岐阜県が設置した公共施設内に移転しており、共用部分に

はバリアフリー設備（点字ブロック、スロープ、障がい者対応のエレベーター・トイ

レ、車椅子など）が多数設置されており、施設面でも修学環境は充実している。 
 

 修士研究中間発表や修士作品予備審査など、研究の進行に応じて行う評価機会の都

度、評価が低い学生については教務委員会や教授会等で情報交換と指導方針等を確認

することで、成績不振の学生の状況把握と指導方針の確認を行っている。 

 

留年生及び休学生に対しては、在学生と同様の対応を継続して行っている。まず、

留年生・休学生の状況を詳細に調査し、留年・休学した理由を把握し、その理由に基

づいて、それにどう対応できるかという観点から、個別フォローに携わる担当教員を

１名配置する。２年次以降に留年・休学した学生については、論文等の指導を担当す

る主査１名、副査 2 名を配置する。また、随時の委員会等の場を活用し、教員間の情

報交換を行い、学生個人ごとの就学状況・心身状況等の情報共有を図っている。この

ように、留年生・休学生に対してもフォローを行う体制を整え、教育上の配慮をして

いる。 

 本学では、日々の学生への研究指導や特別面談などを通じて、担当教員等が学生の

研究の方向性や進捗状況を確認しているが、何らかの事情により就学継続が困難とな

った者や、修学継続の意思が減退しつつあると認められた場合には、関係する教員間

で情報共有を行ったうえで、指導方針を再検討するとともに、事務局の教務担当や保

健室の看護師と連携をとり、必要に応じて学内のカウンセリングを受けるよう勧める

などの対応を行いながら、休学など学生がとり得る対処方法を提示のうえ、適切に学

生の意思確認を行っている。 
 

奨学金の実績は「大学基礎データ」表７のとおりである。 
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 奨学金の選考については、新入生が情報科学芸術大学院大学特別給費生報奨金（県

アウォード）を受給する場合は、これまでの研究成果等が国際的または全国的な入賞

等や、展覧会の企画等の社会的活動が高い評価を受けているなどの実績基準をクリア

するとともに、大学・研究所・企業等から推薦があることを要件としている。また、2

年次生が、県アウォードまたは大垣市情報科学芸術大学院大学報奨金（市アウォー

ド）を申請する場合は、入学後の研究・創作活動で優れた実績がありかつ教員から推

薦があることを条件としている。日本学生支援機構奨学金は、同機構が提供する選考

ソフトに基づいて選定している。 

 奨学金の募集方法については、県アウォードの選考は、入学試験合格者に対して募

集案内を送付し、機会を一律公平にしている。また、2 年次生へも電子メールにより

一律に募集を行っている。日本学生支援機構奨学金、（公財）岐阜県国際交流センタ

ー外国人留学生奨学金、ロータリー米山記念奨学金、平和中島財団外国人留学生奨学

金についても電子メールにより募集を行っている。（資料 7-1、7-2） 

 県及び市アウォードは、奨学金の返還が不要であるため、これが大きな魅力となり

全国からの優秀な学生確保に結びついている。一方で、卒業後の地元への定着状況

や、自治体の厳しい財政状況のため、市アウォードについては 2015 年度から各学年

１名から２年次生１名に減少した。 

 また、本学は県外のみならず国外からの進学者が多数を占めていることから、

「RIST」と呼ばれる学生寮（全 40 室）を学校付近に設置している。1K・ユニットバ

ス・電気調理器具を完備し、家賃は近隣相場より安価な設定であるため、多くの学生

がここに入寮しており、経済的な支援策として有効に機能している。 
 

 前述のとおり本学では、1 年生に対しては学生個人ごとに担当教員を配置し、2 年生

は、主査とそれを支援する副査 2 名を配置して教育研究指導を行っている。キャリア

カウンセリングを年２回、また特別面談期間にあっては、担当教員以外にも様々な教

員と面談を行うことが推奨されており、これらの機会を通じて、学生は異なる視点を

持つ複数の教員に対して相談を行うことが可能となっている。また事務局の教務担当

や保健室の看護師も学生と交流する機会が多く、学生は様々なチャンネルを通じて相

談することができる。 
 

 本学では、学内でのハラスメント防止にかかる方針として「情報科学芸術大学院大

学ハラスメントの防止に関する基本方針」を策定し、学内に配布し周知している。こ

こでは、ハラスメントの定義、内容やそれによる懲戒処分等などのほか、事態が生じ

た場合の対処方法、相談員とその連絡先を明記している。 

 また、「情報科学芸術大学院大学ハラスメント防止に関する基本方針」及び「情報

科学芸術大学院大学ハラスメントの防止等に関する規程」を整備し、教職員および学

生の責務を定めるとともに、情報科学芸術大学院大学ハラスメント防止委員会を設置

してその発生を未然に防止し、発生した場合に備えて相談窓口と相談員制度を整え
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た。 

 委員会は、学⾧、研究科⾧、図書館⾧、産業文化研究センター⾧、学生委員⾧、事

務局⾧により構成され、ハラスメントの防止および排除に関する重要事項を審議して

いる。（資料 7-3、7-4） 

 また、職員および学生からの苦情の申出、相談に対応するための相談窓口を設置

し、相談員を配置している。相談員は、教授会で選出された教員 1 名、非常勤看護師

1 名、事務局職員の中から指名された者 1 名、その他若干名から組織される。苦情の

申出や相談が生じた場合は、その調査および被害者の救済を行うために相談員会議を

開催し、検討結果を学⾧および委員会に報告し、適切に対処することとしている。 

 学生の心身の健康保持・増進および安全・衛生への配慮のため、次のような対応を

行っている。  

ア 定期健康診断 

  学校保健法、結核予防法に基づいて、例年 4 月中に 1 日、学生に対して定期健康診

断を実施し、有所見者に対しては保健室で健康相談、保健指導を実施している。必要

な学生にはしかるべき医療機関受診を促すなど、疾病の早期発見、治療に努めてい

る。 

 イ 保健室の利用 

 週 5 日勤務の非常勤看護師が、学生および教職員の保健管理業務を担当し、学内での

ケガや病気への応急処置や専門医の紹介、健康相談、保健指導などを行っている。表

7-1 の保健室の利用内訳をみると、応急処置では内科、外科の利用が多く、通学途中や

学内でのケガによる手当、風邪、消化器などの症状による利用が大半を占める。  健

康相談では、割合としては内科、メンタル面での利用が多い。健康相談においても、

病気や症状の内容に応じて医療機関の受診を勧めるとともに、学生がどの診療科を受

診すればよいか不明な場合は、診療科の紹介を行っている。 保健室は、健康管理に限

らず広く学生相談窓口として、研究面、友人面、生活面など多様な学生の抱える問題

を相談できる場所であり、各々の相談において必要な手立てを取れる窓口として機能

している。 

 本学では 2006 年 9 月より、カウンセリングルームを設置し、専門のカウンセラーを

配置して、毎週 1 回学生からのメンタル面の相談を受け付けている。 

 さらに事前に学生のメンタル面の状況を把握するために、入学時のオリエンテーシ

ョン・ガイダンスの中でカウンセラーによるメンタルヘルスケアチェックテストを実

施し、早期の状況把握に努めている。 メンタルヘルスケアについては、年に 1 回、学

生委員会主催によるＦＤ研修の講座の一つとして取り上げ、カウンセラーから教員に

対してメンタルヘルスケアの重要性、学生との接し方、対応方法などについて指導・

アドバイスを受けている。 
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表 7-1 学生相談室利用状況 
 

 
 

 

 本学は修士課程のみを設置する小規模な大学であり、必ずしも就職志向の学生ばか

りではないため、就職支援を行う専門部署は設けていない。この機能は学生委員会が

中心となり、それぞれの教員や事務局、図書館等が担っている。 

企業等から送付されてくる求人情報については、求人票を電子メールで情報提供す

るとともに、詳細情報を図書館に設置した進路情報コーナーにて閲覧できるようにし

ている。 

また、本学学生の進路として希望が多いもの（大学講師募集など）は、電子メール

等を通じて在学生のみならず卒業生にも情報提供を行い、広く進路選択の可能性を広

げるように努めている。加えて、職業安定法に規定する学校等の行う無料職業紹介事

業に基づいて、「情報科学芸術大学院大学無料職業紹介業務運営規程」を定め、就職

を希望する学生に対する就職指導、就職支援のための行事や就職に関する相談も受け

付けている。（資料 7-5、7-6） 
 

入学当初のオリエンテーションで進路支援体制や進路相談等の手続きの概要を説明

している。また、5 月と 10 月の年間 2 回、各教員が担当する学生に対し、キャリアカ

ウンセリングを実施し、学生の進路希望や興味を持つ分野を聴き取り、今後の進路選

択に対する適切なアドバイスを行っている。また、教員や多様な分野からの専門家、

社会で活躍する卒業生などを講師に迎えたキャリアセミナーを年間 3 回開催し、学生

の進路選択に対する情報提供を行っている。さらに、本学の関連分野の企業等を招い

て、個別企業の説明会等を随時実施している。 
 

 学生支援活動等の内容について、年２回実施する学生アンケートおよび行事毎のア

ンケート等により学生の意見を集め、より適切なものとなるよう確認を行っている。 

 

 

点検・評価項目③：学生支援の適切性について定期的に点検・評価を行っている

か。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っ

ているか。 
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評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

 年２回実施される学生アンケートをもとに、学生委員会にて学生支援方策の点検・

評価を行っている。その結果、改善が必要と判断された項目については、順次改善へ

の取り組みを進めている。 

例えば、カウンセリングルームについては外部より臨床心理士を招聘しているが、

これまでもっぱら男性カウンセラーが対応していた。しかし学生アンケートにて女性

カウンセラーによる対応の要望があったことから取り組みを進め、2017 年度から女性

カウンセラーの配置が実現し、有効に機能している。（資料 7-7 Q31） 

 

 

（２）⾧所・特色 

本学では 1 学年の定員 20 人に対し教員 19 人を配置しており、学生一人一人に対し、

１年次には学生が目指す方向性に沿った担当教員を、２年次には主査および副査２名

を配しきめ細やかな修学支援が可能となる研究指導体制を構築している。 

 日々の指導や様々な機会を通じて設定される面談を通じて、学生の研究進捗を把握

し、教授会や学生委員会において教員間で情報交換を密に図ることで、学生１人１人

にあった指導方針を全教員で共有して指導を行っている。研究領域が異なる教員が同

一の研究科内に在籍し、また学生が進める研究とは異なる領域の教員が副査として指

導することで、学生は広い視野を持って研究を進めることが出来る。 

 

 

（３）問題点 

アップロードされている web 版については誰でも閲覧可能であるが、掲載されてい

る箇所がわかりやすいとは言えず、利用されているとは言い難い。全学生に PC を貸

与している状況を踏まえて、オンライン上での参照を基本とし、学生がその情報を確

実に取得し把握できる状態にする必要がある。 

 キャリア支援については、できる限り幅広い情報提供等を行ってはいるが、本学の

学生の非常に多様な方向性に対して必ずしも十分な支援ができているとは限らない。

本学を修了する段階においても進路先が未定の者は依然として多く、こうした学生へ

のフォローが課題となっており、引き続き学生の希望をより正確に把握し、学生ニー

ズをふまえた進路説明会を実施していくなど、より適切な情報提供等を行う必要があ

る。 
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（４）全体のまとめ 

1 学年の定員 20 人に対し教員 19 人を配置している充実した修学環境のもと、学生

と密に接することでその研究の方向性や進度を把握し、教員間で情報を共有しなが

ら、学生それぞれの多様な方向性を踏まえた修学支援、生活支援を引き続き行ってい

く必要がある。 

これを担保するためには、学生支援に関する PDCA サイクルを適切に機能させるこ

とが求められる。これまでも学生からの意見を踏まえて学生委員会等で議論を重ね、

支援方策を都度改善しているが、より適切に PDCA サイクルを機能させるためには、

本学の学生支援に関する方針を明示し、これに照らして学生支援に取り組む必要があ

る。 

また、現状では、学生への情報提供をより確実なものとするため、情報科学芸術大

学院大学ガイドブックの内容をすべてオンライン上のデータとして保持し、必要に応

じ適切な形態で参照できるようになったが、学生からのフィードバックを得ながらよ

りよい情報提供になるよう、改善していく。 

個々の学生の多様な方向性を踏まえ、分野ごとにある程度の進路選択のモデル化を

行い、そこに至るための制作研究内容および活動方法を卒業生の事例を交えながら提

示できるようにすることで、自らが持つ制作研究課題と、講義やワークショップ等の

選択、進路選択およびそれに向けた活動の連携を図る。また、本学関連分野の企業等

の本学内での企業紹介および活動紹介の機会を増やすことで、学生の進路選択の幅が

広がるような取り組みを進める。 

 学生が健康を乱すのは、制作研究の提出や発表に向けた活動が活発になる後期によ

り顕在化する傾向があるため、後期のキャリアカウンセリングや制作研究のための指

導教員との面談等の機会の中で、身体的および精神的な健康状態についても状況把握

していく。特に、教授会等における教員間の情報共有の機会の中で、留年・休学だけ

ではなく、遅刻欠席等の傾向や各学生への指導や対処方法等、より詳細な情報共有を

図っていく。     

学生から要望のあったカウンセリングルームの女性カウンセラーについては 2017 年

度から配置したことで学生からの相談の機会を増やし、改善することとなったが、引

き続き学生からのフィードバックを得ながら適切な対応のあり方を探っていく。 
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第 8 章 教育研究等環境   

(1) 現状説明 

点検・評価項目①：学生の学習や教員による教育研究活動に関して、環境や条件を

整備するための方針を明示しているか。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的、研究科の目的等を踏まえた教育研究等環境に関

する方針の適切な明示 

 

 教育研究環境の整備については、教員全体で議論を行ったうえで、設置者である岐

阜県の政策等の調整を図りながら実施している。例えば、耐震性に課題があった校舎

については、県の移転方針に基づき 2014 年度にソフトピアジャパン地区への移転が実

現した。現在、エリア内の 2 つの建物（ソフトピアジャパン・センタービル、ワーク

ショップ 24）にて運用中である。これにより、校舎の耐震性に関する問題は解決し

た。 

 学内研究を所管する研究委員会では、本学の一授業であるプロジェクト研究科目の

方向性を定義づけ、予算を配分し進捗を管理している。研究に必要となる備品で、学

内で共用するものについては、システム委員会で検討のうえ整備を行っている。 

（資料 8-1、8-2） 

個別教員の研究にあたっては、教員研究費が配分されており、各自が計画的に運用

して環境整備を行っている。また、研究環境の充実のため、科学研究費などの外部資

金獲得に向けた FD 研修を定期的に行っている。 

 

本学でのシステム整備等については、システム委員会において、「情報科学芸術大

学院大学システム委員会規程」に基づき、加えてプロジェクト研究などの授業計画や

学生アンケート等を参考に、具体的な機材整備を検討している。（資料 8-2）。 

 ・個人貸与 PC（すべての学生に PC を貸与） 

 ・作品制作等、研究に必要な機材の貸与 

 ・映像編集環境、演習室等に必要な機材の整備 

 ・ネットワーク環境の提供（セキュリティーポリシーの策定、実施） 

学生個人に貸与する PC については、5 年サイクルで機材を更新している。更新の際

には、予算や今後の動向を考慮し、以後 5 年間で必要と思われる仕様や構成を決定し

ている。一方で、これら個人貸与の PC 以外にも研究や作品制作で利用するカメラ等

の機材を貸し出している。貸し出しの機材については個人貸与の PC と同じタイミン

グで更新しているが、それ以外の機材は年度毎に次年度の研究や制作などの動向など

を検討した上で、更新や追加を実施している。 

 また、演習室等の PC については個人貸与の PC と同様に更新を行っているが、それ

に伴うソフトウェア等については、貸出機材の場合と同様に年度ごとに必要性等を判
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断している。ネットワーク環境については、「情報科学芸術大学院大学情報管理規

程」を始めとするセキュリティーポリシーを策定し、これを満たす機材を調達するな

ど、整備を行っている。（資料 8-3、8-4、8-5、8-6、8-7） 

 

 

点検・評価項目②：教育研究等環境に関する方針に基づき、必要な校地及び校舎を

有し、かつ教育研究活動に必要な施設及び設備を整備している

か。 

 

評価の視点１：施設、設備等の整備及び管理 

・ネットワーク環境や情報通信技術（ＩＣＴ）等機器、備品等の整

備 

・施設、設備等の維持及び管理、安全及び衛生の確保 

・バリアフリーへの対応や利用者の快適性に配慮したキャンパス環

境整備 

・学生の自主的な学習を促進するための環境整備 

評価の視点２：教職員及び学生の情報倫理の確立に関する取り組み 

 

 開学以来使用してきた校舎は、廃校となった旧大垣第一女子高校を大垣市から譲り

受けて改修して使用していた。しかしながら、耐震性が非常に低く危険度が高いこと

から、2014 年４月にソフトピアジャパン地区に全面的に移転した。 

移転後の校舎は、岐阜県が設置した公共施設である「ソフトピアジャパン・センタ

ービル」と「ワークショップ 24」の両ビル内の施設を改装して使用している。（表 8-

1） 
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このため、建物の全体管理については、岐阜県が指定したビル全体の指定管理者

が、校舎として本学が使用しているエリア内については、「情報科学芸術大学院大学

施設等管理要綱」に基づき本学が管理を行っている。（資料 8-8） 

主に建物の躯体や外装、設備については指定管理者が、校舎として使用するエリア

内部については本学が管理するため、建物の空調や給排水等の環境衛生点検・管理は

指定管理者が実施している。また通路、トイレは建物共用部分に存在するため、その

メンテナンスや清掃は指定管理者が担当している。共用部分は施設側の警備員が常に

巡回を行っており、また本学の専用部分には各部屋ともオートロック等のセキュリテ

ィが施されており、学外の者は許可なく入室できない。本学の管理エリア内にある講

義室やホール等の教室、また、木工室等の特別室については、教員ないし事務局職員

がそれぞれの施設について管理の担当となり、責任をもって管理を行っている。この

ように、指定管理者と本学が連携して安全かつ衛生的な環境の維持に努めている。 
 

本学の設備に関しては、学内の研究ニーズや学生アンケートを元に、委員会での検

討を踏まえて教育研究活動に必要となる設備を用意している。 

コンピュータ等については、更新期間を原則として 5 年ごととし、教育研究活動を

円滑に進めるため、先端技術の状況に応じた環境を整備している。 

学生が利用する学内のパソコンは Mac OS が動作するパソコンに統一し、必要に応

じて Windows でも起動できるようにデュアルブート対応としている。実習機器に用い

る OS は、研究対象に応じ多彩な環境を提供している。 

 カリキュラムまたは研究活動に必要なソフトウェアは、Adobe 社製品(Photoshop、

Acrobat、Premiere、InDesign など)、Microsoft 社製品(Office)およびウィルス対策ソ

フトを全学生に配布できるようライセンス契約している。また CG ソフトウェア

（Rhinoceros,Maya など）、サウンドソフトウェア（Max／Msp/Jitter など）、グラフ

ィックデザイン用のフォントライセンスなどを提供している。これらの機器やソフト

ウェアは、研究の種類や必要となる台数に対応するため「貸出用機材」としても整備

している。貸出用機材は、授業や個人制作における利用を目的として整備し、「情報

科学芸術大学院大学機材貸出サービス利用要領」に基づき学生及び教職員が利用でき

るようにしている。貸出機材の管理、運用は、非常勤のシステム管理専門職員が担当
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している。（資料 8-9） 

学内では屋外を除くすべての場所で無線 LAN が利用可能である。また、外来者も無

線 LAN の利用が可能であるが、接続を明確に分離し、内部リソースへのアクセスを制

限することなどで安全性を確保している。また、学生が制作に使用する金工室や木工

室に加え、大型木工 CNC、ABS 積層による 3D プリンタやレーザーカッターを完備す

るイノベーション工房を設置している。 

 

バリアフリーへの対応や利用者の快適性に配慮したキャンパス環境整備に関して

は、前述のとおり岐阜県が設置した公共施設内に校舎があるため、共用部分に公共施

設として必要なバリアフリー設備（点字ブロック、スロープ、障がい者向けトイレ、

授乳施設、車椅子など）が多数設置されている。また、路線バスの停留所が正面玄関

前に設定されており、来訪者にとって利便性は高い。 

 本学では、学生の自主的な研究活動を促進するため、学生全員に１名あたりおよそ

６㎡の研究ブースを貸与している。ワークショップ 24 の５階にある「ロフト」と呼ば

れるこのスペースは、様々な専門領域を持つ学生同士が交流し、刺激しあうことで新

たな着想や協業が生まれることを期待し、各研究ブースの間にはあえてパーテーショ

ンを設置していない。学生はロフト内の共用スペースや、隣接する「R-cafe」と呼ば

れる多目的スペースなどで日夜議論を重ねて研究活動を行っている。 

専従職員を配置する図書館やイノベーション工房などを除き、学生はロフトを始め

とする学内施設を 24 時間使用することができる。24 時間の運用にあわせて、仮眠室

を男性用・女性用の２室整備しているほか、ロッカーを個人用として各 1 個貸与して

いる。ビル内には売店や各種自販機が設置されており、学生は隣接する建物（ドリー

ム・コア）内のシャワールームの使用が認められるなど、常時研究に打ち込める環境

を完備している。 

 

従前から情報管理に関して順守すべき事項を定めた規定等は整備されていたが、こ

れを教職員及び学生に対して周知徹底するため、e-learning システムを用いて毎年テス

トを実施している。これに合格しない教職員および学生については、学内ネットワー

クへのログイン権限を停止する措置をとっており、全学的に情報倫理を確立すべく取

組を進めている。 
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点検・評価項目③：図書館、学術情報サービスを提供するための体制を備えている

か。また、それらは適切に機能しているか。 

 

評価の視点１：図書資料の整備と図書利用環境の整備 

・図書、学術雑誌、電子情報等の学術情報資料の整備 

・国立情報学研究所が提供する学術コンテンツや他図書館とのネッ

トワークの整備 

・学術情報へのアクセスに関する対応 

・学生の学習に配慮した図書館利用環境（座席数、開館時間等）の

整備 

評価の視点２：図書館、学術情報サービスを提供するための専門的な知識を有す

る者の配置 

 

 図書館は、ソフトピアジャパン・センタービルに隣接するワークショップ 24 の 1 階

に位置し、延床面積 295 ㎡を確保している。開架書架、移動書架、雑誌書架、閲覧席

15 席、検索端末席 3 席、視聴覚資料閲覧席１席、カウンター、司書作業スペースを備

えている。 

 開館時間は月～木曜日が午前 10 時 15 分から午後 7 時まで、金曜日は午前 11 時 15

分から午後 8 時までで、学生が最終授業終了後にも図書館で研究することができるよ

うに配慮している。休館日は土・日、祝日、蔵書点検期間である。 

 利用対象者別では、学生、教職員および卒業生が閲覧、複写および貸出ができ、

2009 年度からは学外者にも貸出する体制を整えており、2014 年度からはソフトピア地

区に移転したことで、利用者数が著しく増加している（表 8-3）。学生 1 人あたりの利

用点数は年間約 40 冊と公立大学平均の 8 冊（2015 年度）を大きく上回り、図書館は

学生の研究活動に欠かせない施設となっている。 

 図書館の職員は、司書 1 名、非常勤司書 1 名である。 

 設備は、蔵書検索やインターネット閲覧ができる検索端末 3 台を設置しているほ

か、VHS や DVD を視聴できるブースも設置している。また、館内では無線 LAN によ

り自由にインターネット接続ができる。 

蔵書データの登録、貸出、返却は、図書館管理システム「情報館」（ブレインテッ

ク）で行っている。館内資料の全てはオンラインで検索することが可能であり、館内

のみでなくインターネットにより学内や家庭から検索することもできる。 

本学 Web サイトでは図書館専用のサイトも運用しており、利用案内や行事予定の告

知や蔵書検索が利用できる。 

図書の分類と配架は、ＮＤＣ（日本十進分類法）で行っている。ただし、辞典類、

岐阜県関連図書、写真集、現代芸術作品集、コンピュータ関連図書は別に配置し利用

の便を図っている。雑誌は雑誌書架に最新号を含む過去 1 年分を目安として配架し、
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それ以前のものは移動書架に収容している。 

また、定期的に「図書館便り」を発行し、そこでは各教員の思い出の１冊／お薦め

の１冊など紹介することにより、学生に対して更なる利用促進を促している。 

 

表 8-3 図書館利用状況 

 
 

 図書館の図書や学術雑誌、電子情報等の整備状況は次のとおり。 

 

ア 図書整備のこれまでの経緯と今後の方針 

 蔵書数及びこれまでの整備状況は表 8-4、表 8-5 のとおりである。情報科学および芸

術関連の整備に重点を置き、また哲学、自然科学、技術といった関連主題の充実も図

っている。 

 開学時に計画した蔵書予定数 45,500 冊にいまだ達していないため、年次計画に基づ

き、毎年購入している。また、美術館等に寄贈依頼を積極的に行い、販売市場にない

資料を収集しているほか、関連分野の国際化・細密化に合わせて海外雑誌の購入やよ

り基本的な文献の購入を行っている。 

 

表 8-4 図書、資料の蔵書数 

 
 

表 8-5 図書整備年次計画とこれまでの整備状況 
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イ 図書・電子媒体の蔵書の状況 

 電子媒体に関しては、電子ジャーナルを６種契約している。今後、電子書籍や他の

電子ジャーナルの導入を検討していく。 

ウ 図書、雑誌などの選書の方法 

 図書は、教員からの情報提供や学生からの購入希望を多く集めることで、効率よい

選書に努めている。雑誌は、種類は少ないが関連分野を均等にカバーしている。図書

と雑誌は、最低限必要なものを選書とともに、他館借用など大学間ネットワークを有

効に活用し、学生や教員が求める資料の提供に努めている。 

図書、視聴覚資料の選書の方法には、教員選書、リスト選書、継続して購入してい

る図書がある。教員選書は、授業やプロジェクトの参考となる図書の情報を適宜メー

ル等で受け付け、そのつど購入している。リスト選書は、出版情報等から図書館司書

が行っている。新刊リストは全教員にも配布しており、図書館の蔵書に適切なものが

あれば、適宜報告してもらっている。継続して購入している図書は、研究領域に欠か

せない分野の基本となるシリーズものや、年鑑などの参考図書を、刊行され次第、確

実に納入できるようにしている。 

 その他、教員や学生からのリクエストは、図書館で購入して蔵書とするか、または

他館借用により対応するかをそのつど検討して対応している。教員が⾧期間必要とす

る資料は、個人研究費で購入している。学生・教員はリクエストを図書館 Web サイト

の専用フォーム、カウンター備付の申込用紙から行うことができる。   

雑誌の選定については、本学の研究分野に適する新刊発行やリクエストを受けた既

存誌など、図書館運営委員会で購読を検討し、新規の購読や既購読誌の中止も含めて

毎年選定の見直しを行っている。 

 関係機関等との連携については、日本図書館協会、公立大学協会図書館協議会、岐

阜県大学図書館協議会、東海地区大学図書館協議会に加盟しており、他機関との連携

を重視している。図書館職員の資質向上のため、岐阜県図書館やこれら関係団体が主

催する研修会にも積極的に参加している。 

 また、国立情報学研究所が運営する NACSISʷCAT（目録システム）に図書・学術

雑誌の所蔵情報を登録し、NACSISʷILL(相互貸借システム)を通じて、同システム参

加館との間で現物貸借や文献複写を行っている。 

今後も、他の地域図書館との資料の相互活用、分担保存、レファレンスなどの面で

積極的に相互連携を行っていく必要がある。 

また、岐阜県図書館や大垣市立図書館を中心とした県内の公共図書館、全国の大学

図書館との間での相互貸借を実施しており、こうした連携を学生・教員の利便性向上

に繋げていきたい。 
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点検・評価項目④：教育研究活動を支援する環境や条件を適切に整備し、教育研究

活動の促進を図っているか。 

 

評価の視点１：研究活動を促進させるための条件の整備 

・大学としての研究に対する基本的な考えの明示 

・研究費の適切な支給 

・外部資金獲得のための支援 

・研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保障等 

・ティーチング・アシスタント（ＴＡ）、リサーチ・アシスタント

（ＲＡ）等の教育研究活動を支援する体制 

 

学内の研究活動を促進するための研究費としては、教員の個人研究費と、学生の必

修科目であるプロジェクト研究の経費である大学研究費を予算化している。これらは

2009 年度から３か年に渡って実施された岐阜県行財政改革アクションプランにより、

歳出削減対策が実施される中、研究費も削減され決して潤沢とはいえない状況にあ

る。アクションプランが終了したのち、2014 年度からは増加に転じているものの、ア

クションプラン実施前の水準には戻っていない。（表 8-6） 

 

表 8-6 学内研究費の推移 

 
参考 

 2009 年度（大学研究費 18,950 千円、教員研究費 10,990 千円、常勤教員数 19 人） 

  2008 年度（大学研究費 27,000 千円、教員研究費 15,714 千円、常勤教員数 19 人） 

 

 このような現状で学内研究費を確保するためには、外部資金の獲得対策が重要課題

となる。これまで、科研費の申請や企業との共同研究の実施など、外部資金の獲得に

積極的に取り組んできている。（大学基礎データ 表 8） 

 教育研究活動を支援する環境整備として、教育に使用する講義室、演習室や学生自

習室については、表 8-7 のとおり整備している。 

 「ロフト」と呼ばれる学生自習室を学年ごとに配置している。本学の特徴でもある

多様な領域・年齢の学生が集まった空間で、教員を含め積極的に交流が図れるような

開放的な空間としている。学生が自主的に部屋割りを行い利用している。ロフトには

プリンタを設置し、レポートや論文執筆用の環境を整えている。 

 情報ネットワークは、学内インフラと位置づけて整備し、有線・無線を通した学内

ネットワークへのアクセスおよびインターネットへのアクセス環境を提供している。 
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 所定の講義室のほか、講堂として運用できるホール A・B は最大 100 名まで収容可

能である。スクリーンとプロジェクタを設置し、コンピュータや映像を伴う授業、公

開講座、研究発表などに使用している。 

 研究活動にはパソコン以外による制作も必要であり、木工、金工を始めとし、イノ

ベーション工房など制作環境を整備している。 

 

 

表 8-7 講義室、演習室等の面積・規模 

 
 

 

専任教員の研究室は表 8-8 のとおりで、いずれも個室である。専任教員数は 19 名で

あるが、フロアの制約からそのうち 17 室をセンタービルに配置し、残り 2 室は便利性

を損なわないよう教員の分野に基づきワークショップ 24 ビル内の適所にそれぞれ配置

している。専任教員 1 人あたりの占有面積は 44.9 ㎡と、十分な面積を確保している。 

メディア表現研究科に所属する専任教員が担当する毎週授業時間数（学年間を通し

ての開講コマ数について、1 コマ 90 分を 2 時間として換算し、それを開講期間週数で

除すことで算出している。）は、表 8-9 のとおりである。1 人の教員に対して教育面で

の過度の負担がかからないよう、教務委員会においてカリキュラム編成や担当授業等

が検討されており、個人の研究時間の確保に留意している。 

また、学生が研究活動を展開するプロジェクト科目におけるプロジェクト研究で

は、各教員が追求している研究分野、題材等を織り交ぜることで、この研究の過程で

も、教員の個人研究も進めることができるよう工夫している。 

 

表 8-8 教員研究室の概要 
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表 8-9 専任教員の担当授業時間 

 
 

なお、学部がなく修士課程のみの本学においては、ティーチング・アシスタント等

の制度は実施していない。 

 

 

点検・評価項目⑤：研究倫理を遵守するための必要な措置を講じ、適切に対応して

いるか。 

 

評価の視点１：研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組み 

・規程の整備 

・教員及び学生における研究倫理確立のための機会等の提供（コン

プライアンス教育及び研究倫理教育の定期的な実施等） 

・研究倫理に関する学内審査機関の整備 

 

法令遵守の観点から、本学の研究活動に携わるすべての者が、高い倫理観と誇りを

持ち、その与えられた使命を自覚し、研究活動および研究支援業務に邁進するための

指針として、「岐阜県職員倫理規程」に基づいて業務に当たっている。（資料 8-10） 

またこれを実効性のあるものとするために、FD 研修や教授会等の場において周知・

徹底を図っている。研修等を通じ、法律、規則その他本学が定める規程等を遵守する

とともに、公正・公平かつ誠実な職務の遂行を行い、高い倫理観と社会的良識を持っ

て行動し、法令違反等による信頼の失墜により、大学の存続に大きな影響を与えたり

することのないよう、教職員に対し、飲酒運転厳禁・安全運転の遵守・綱紀の粛正な

ど機会あるごとに注意を喚起している。 

さらに、文部科学省が策定する「研究活動における不正行為への対応等に関するガ

イドライン」に基づき、教員、学生ともに自主学習をさせている。内容は、テキスト

（科学の健全な発展のために ʷ誠実な科学者の心得ʷ）の熟読、または、オンライン

教材の受講としている。 
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点検・評価項目⑥：教育研究等環境の適切性について定期的に点検・評価を行って

いるか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを

行っているか。 

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

 毎年、次年度予算策定の際に、研究委員会とシステム委員会において教育・研究に

必要な物品や役務等を取りまとめのうえ、その要否を検討している。その後も随時申

請を受け付け、各委員会にて予算の範囲内で判断した上で整備している。学生からの

要望も広く募り、同様のプロセスを経て運用している。 

 定常的に打ち合わせや制作のためのスペースを必要とするプロジェクト活動につい

ては、優先的に割り当てている。また、申請に基づき年度当初に予算を確定し、使用

できるよう整備している。いずれも学生アンケートを通じて、点検評価を行い、必要

なものについては改善を行っている。（資料 8-11（表 8-10）） 

 
 

（２）⾧所・特色  

本学の施設は、一部を除いて 24 時間利用することが可能であり、学生は文字通り日

夜研究に打ち込むことができる。また、各学生への貸与 PC を始めとして、貸与機材

やソフトウェアが豊富にあり、学生の研究活動を強力にサポートしている。 

本学には学生定員 40 名に対して 19 名の常勤教員が在籍していることから、学生に

対して手厚い指導を行うことが可能となるとともに、教員自身の研究活動に十分な時

間を確保できている。 

学生アンケート結果によると、施設環境への評価については校舎移転後に大きく改

善された。懸案であった耐震性の問題についても、校舎移転により完全に解決され、

安心して研究に打ち込める環境を確保できている。 

図書館については、毎年学生・教員を対象に利用者アンケートを実施しており、回

答者の平均９割が資料や利用環境に満足している結果となった。また、リクエストに

ついても購入するほか、他の図書館から取り寄せるなど、資料の要望にはほぼ対応で

きている。 

 

 

（３）問題点  

研究倫理の確保や研究活動の不正防止に向けた規範として、岐阜県の職員倫理規定

を用いているが、今後は大学独自の倫理規定を整備していく必要がある。 

学生アンケート(表 8-10)によれば、施設環境については概ね７割前後の満足度を得
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ているものの、個別にみていくと、評価が低い施設も見られる。移転後３年が経過

し、学内の新たな需要や学生の要望に対応する必要が生じる一方で、無制限に施設を

拡張することは極めて困難であることから、現在の使用状況について再点検を行い、

現有施設の範囲内でその機能について再配置等を進めていく必要がある。 

 施設の整備や PC、OA 機器、その他機材など豊富で便利であると好評である反面、

更新に大幅な予算がかかるため、継続的な経費確保が課題となっており、その仕組み

づくりが必要である。 

 図書数については、開学後、図書整備年次計画に基づいて警備を進めてきたが、予

算削減の影響を受けて購入冊数が制限され、整備達成計画は大幅にずれ込むこととな

り、大きな課題となっている。サービス拡充に際しては、予算と人員確保が課題とな

っている。 

 

 

（４）全体のまとめ  

 本学の教育研究環境については、今後も本学の理念や目的に沿った研究活動を推進

するため、本学の⾧所である現在の研究環境の維持・拡充に向けた取り組みを進めて

いくという点で改善を行い、理念・目的の実現に向けてさらなる努力を行っていく。 

図書館については、引き続き当初予定の蔵書冊数の整備に取り組んでいくものとす

るが、大学・公共図書館間ネットワークを有効活用することで、不足する所蔵資料を

カバーするためのサービスにも努める。また、本学の専門であるメディア表現研究の

拠点としての学校図書館の実現を目標に、専門書籍、映像資料の充実を図る。加え

て、学内外で推進される関係領域の研究アーカイブの実践やその方法を模索し、従来

の図書館機能を拡張したメディアアートセンターを目指す。 
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第９章 社会連携・社会貢献 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：大学の教育研究成果を適切に社会に還元するための社会連携・

社会貢献に関する方針を明示しているか。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的、各研究科の目的等を踏まえた社会貢献・社会連

携に関する方針の適切な明示 

 

本学学則第１条には本学の設置目的を「学術文化の向上、発展及び産業の振興に寄

与すること」として産業や地域との連携を定めていることから、これを基本方針とし

て地域社会や企業との連携をすすめてきた。 

2014 年度に岐阜県の情報産業集積地であるソフトピアジャパン地区に移転し、「岐

阜県のイノベーション創出拠点」として、本学が先端的研究として蓄積してきた経験

や知識を地域社会へと実装していく機会が増加している。また、岐阜県内のさまざま

な産業文化施設からの連携への期待も高まっており、これまで以上に多種多様な形で

の連携が求められている。 

このことから、産業文化研究センター（RCIC）を中心として、地域のさまざまな企

業や教育研究機関、地方自治体との連携や、地域や国際社会への協力・貢献を推進し

ている。 

 

点検・評価項目②：社会連携・社会貢献に関する方針に基づき、社会連携・社会貢

献に関する取り組みを実施しているか。また、教育研究成果を適

切に社会に還元しているか。 

 

評価の視点１：学外組織との適切な連携体制 

評価の視点２：社会連携・社会貢献に関する活動による教育研究活動の推進 

評価の視点３：地域交流、国際交流事業への参加 

 

 多様な学外組織と連携事業や取り組みを実施しているが、中でも、岐阜県内の文化

施設や教育機関とは継続的な連携体制を築き、本学のメディア表現にかかる教育研究

の成果を社会に還元している。継続的な連携については以下のとおりである。 

 

⓵ 県内文化施設との連携（資料 9-1（表 9-1）） 

  県内の文化振興に寄与するため、県内の文化施設と連携して本学が探求するメ

ディア表現に関する展覧会等を開催したり、文化施設が企画する展示会等に参画

したりした。 
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 ② 県内学校との連携事業（資料 9-1（表 9-3）） 

県立高等学校等と連携し、本学教員が各校の学生に対して実習・講義を行い、

また、各校の教員と連携して研究活動を実施した。 

現在は、IAMAS が実施している個別の事業に各高等学校生徒が参加するなどして

いる。（例：岐阜クリエーション工房など） 

 

    

 ③ ネットワーク大学コンソーシアム岐阜での公開講座（資料 9-1（表 9-4）） 

   岐阜県内 24 大学等により組織される共同授業等を行う共同体に加盟し、本学教

員が公開講座や共同プログラムを担当した。 

 

 

 教育研究機関として、研究においても様々な企業や自治体との共同研究や受託研究

をすすめており、それらの成果を社会へと還元させている。また、教育研究活動によ

って蓄積された知見や知識、表現活動を社会へと還元させる活動を行っており、公開

講座、イベント、成果報告会など様々な形態により実施している。 

 

 

 ⓵ 共同研究・受託研究（資料 9-1（表 9-5）） 

   国内外の企業と連携し様々な共同研究や開発したものによる実践活動を行った。

また、受託研究として企業からの要請により調査研究を行った。 

 

② 公開講座の開催 

   様々な領域における実践者を講師に招き、現代社会の課題を考察することで思

考の可動域を広げ、これからの時代の「創造」のあり方を探る公開講座「これか

らの創造のためのプラットフォーム」を開催している。2014 年度から始まった本

講座は、学外からの参加者も多く、現在も毎年数回のペースで継続している。 

 

 ③ IAMAS オープンハウス、修了研究発表会・プロジェクト成果発表会の開催 

   IAMAS オープンハウスは、7 月末に開催する本学の紹介イベントで、いわゆる

オープンキャンパスに見られる受験生向けの学校紹介に留まらず、本学の教育研

究における様々な取り組みを地元企業等に紹介するイベントとして、本学校舎等

を会場に開催している。 

  また、修了研究発表会・プロジェクト成果発表会は、学生の修士研究を発表す

るとともに、学内のプロジェクト研究の成果発表を、毎年 2 月下旬にソフトピア

ジャパンにおいて開催している。学生が主体となって企画、設営、運営を行って

おり、一般市民や企業関係者、地元高等学校による訪問など、幅広い層から注目
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を集めるイベントとなっている。 

 

④ 岐阜クリエーション工房事業 

   「IAMAS 先端 IT・IoT 利活用啓発事業 2018」として始められた県内の若者た

ちを対象としたメディア表現のワークショップは、2019 年より「岐阜クリエーシ

ョン工房」として継続されている。事業目的は、人文知と工学知の界面であるメ

ディア表現に取り組む「アーティスト」たちと高校生などの若者たちが、共に試

行錯誤しながら作品をつくるというワークショップを通じて、発想力や創造力を

学ぶことにある。2019 年度は、デジタルファブリケーション（デジタルによる

柔軟な設計・製造技術）と、ブロックチェーン（仮想通貨・暗号通貨の基盤技

術）という 2 つのテーマに、県内の高校生や専門学校生たちが取り組み、最終的

には公開による成果発表を行った。 （資料 9-2 P16） 

 

 ⑤ 岐阜イノベーション工房事業 

 岐阜イノベーション工房とは、本学で培われたイノベーション創出に有効な手

法を参加者が学び、それぞれの組織において実践し、実践からの学びを共有する

ことを通じて、イノベーション創出に挑戦する風土を岐阜県内に醸成することを

目的とした取り組みで、2018 年より始まった。応募された県内企業から選ばれた

複数社を対象に、⾧期にわたって演習プログラムと実習プログラムを実施、年度

末には参加企業による成果報告が一般公開にて行われた。これまで、2018 年、

2019 年と実施され、事業成果については既に高く評価されており、2020 年度以降

も実施されることとなっている。（資料 9-2 P14） 

 

 ⑥ 新しいものづくりの普及啓発イベント開催「Ogaki Mini Maker Faire」 

   （資料 9-1（表 9-6）） 

ものづくりの楽しさを共有し、ものづくり産業を始めとする地域産業の発展に

寄与するともに、次世代のものづくりの担い手の育成につなげることを目的に、

2010 年から本学が中心となり、イベントを隔年で開催している。全国から出展の

応募があり、また近隣地域から多数の来場者を集め、新しいものづくりのあり方

を提示することで、極めて高い評価を得ており、応募者数および来場者数ともに

年々増加傾向にある。 

 

 ⑦ メディアアート研究の公開イベントʷ岐阜おおがきビエンナーレʷ 

   2003 年から概ね 2 年に一度の割合で開催しているアートイベントで、第 7 回目

と第 8 回目をそれぞれ 2017 年と 2019 年に開催した。これまでの展示型イベント

から、よりメディアアート研究を反映した公開型イベントへと方向を転換した。

2017 年はソフトピアセンタービルを会場とし、「新しい時代 メディアアート研

究事始め」というテーマで、3 人の異なる作家の活動を中心にシンポジウムと資料
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展示によって時代ごとに見出されてきた「新しい時代」の検証を行なった。シン

ポジウムはオンラインにより同時配信され、県外からも多くの人たちが参加した。

2019 年は「メディア技術がもたらす公共圏」と題し、公共圏としての制作環境

に注目し、メディア技術によって、つくり手と受け手の関係がどのように変化し

うるのかを問うことを目的としたシンポジウムや展示を開催した。今回もシンポ

ジウムはオンライン配信され、県内外からも多くの参加者を得た。 

   

 ⑧ （公財）ソフトピアジャパンとの連携 

   岐阜県は、高度情報化社会の到来を予測し、情報産業を育成、信仰、集積する

中核拠点である「ソフトピアジャパン」と高度 IＴ人材育成拠点「IAMAS」の２

拠点を活用して、「暮らしよい岐阜県」の実現を目指している。 

   本学は、この政策に則り、公益財団法人ソフトピアジャパンと連携し、地元 IT

産業やものづくり産業の振興に寄与している。 

 

 

また、本学では基本方針を踏まえて、地域交流や国際交流事業を積極的に推進して

いる。 

 

 ⓵ 地域と連携した教育研究活動・プロジェクト研究（資料 9-1（表 9-7）） 

岐阜県における新事業創出、人材育成、新しいものづくり、技術開発や応用研

究への指導・支援に加えて、2017 年度からは、県や自治体、小学校などに対し、

本学の教育研究を活かした教育事業を積極的に実施している。プロジェクトを通

した連携事業に関しては、地域の大型商業施設や文化施設などにおける展示やワ

ークショップといった形態が増え、県民への露出にもつながっている。 

  地元企業からの相談やコンサルタント業務も着実に増えており、これらの研究

事業を通して本学における研究開発能力を向上させるとともに、実社会における

成果の活用を積極的に実施することでさらに地域社会との関わりを深めている。     

 

 

② 国際交流事業 

国際交流事業としては交換留学制度を設け、相互に留学生の受け入れ活動を行

ってきた。オーストリアのリンツ美術工芸大学とは 2005 年度に協定を締結し、毎

年、学生の相互交流を行っており、本学からは２名の派遣、リンツからは 2～３名

の受け入れを実施している。 

 

 

点検・評価項目③：社会連携・社会貢献の適切性について定期的に点検・評価を行
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っているか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組

みを行っているか。 

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：点検・評価結果に基づく改善・向上 

 

 地域や企業との連携に基づく研究活動や表現活動に関しては、2013 年に実施数や内

容に関して点検・評価する仕組みの構築を行った。具体的にはデータベースを構築し、

年度末に、年間通して実施された連携の数、種類、内容について分類と分析を行い、

評価を実施している。連携とイベントを種別した資料は（資料 9-1（表 9-8、9-9 

））のとおり。これらの情報に関しては主な事例報告とともに、産業・地域連携成果

報告書として、関係者に配布し、また本学ウェブサイトからもダウンロード可能とし

ている。 

 

 上述したように、連携や活動に関しては、年度末に分類し、数と内容について点検

している。特に、大学規模（教員数など）における連携数の妥当性や連携内容が本学

とマッチしているか内容の適切性、連携内容の偏りなどについて評価し、必要に応じ

て次年度の方針に反映させる努力をしている。成果の公表についても時期や方法など

改善していく必要があるかなど議論し、改善させている。 

 

（２）⾧所・特色 

 2014 年にソフトピア地区へ移転してから、地域連携の数と内容から、地域における

本学のプレゼンスは高まっていることは顕著である。これは、本学の先端的な表現や

教育・研究を生かした多種多様な連携や事業への社会的な期待の現れでもあり、これ

らの連携事業を通して、本学の社会的な存在意義を地域社会へと一層アピールしてい

くことにつながっている。 

 また、高等研究機関として、より研究を社会へと還元させていく取り組みも増えて

いる。その一つは、2003 年から隔年で開催している岐阜大垣ビエンナーレで、これま

での作品展示主体のイベントから、より研究色の濃いシンポジウム形式のイベントへ

と大きく舵をきっている。これにより、ソフトピア地域全体をメディアアートやもの

づくりの拠点であることを県内外へと訴求すると同時に、全国から研究者や実践者を

この地域へとつなげていくことが可能となっている。さらに、これまでのイノベーシ

ョンやものづくりを活かした、岐阜イノベーション工房事業や岐阜クリエーション事

業により、県内企業や高校などとつながり、これまでの教育研究を幅広く生かす取り

組みを開始している。他の教育研究では真似できない本学の特色を最大限生かし、地

域社会に貢献しており、本学の社会貢献に対する認識と評価は高くなってきていると

いえよう。 
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（３）問題点 

 本学における共同研究や受託研究、地域連携や産学官連携に関しては、他の大学と

比べて、量と質どちらに関しても遜色ない。これは、単科の小規模な大学院大学とし

て評価される一方で、教員への負荷が高いことを示唆している。内容的に、連携事業

や共同研究を担当する教員に偏りもあり、この傾向は過去データの分析からも明らか

になっている。この点に関しては、連携や貢献の量と質のバランスを考えながら、改

善していく必要があるだろう。 

 本学の連携についても、より本学によりマッチした形態のあり方について、他大学

の事例を参考に再検討を行ない、改善を行なう必要がある。また、これまでは社会か

らのニーズに応えていくという受身的な取り組みであったが、これからは、本学側か

らニーズを創出といった能動的な取り組みの方法について検討していく必要があるだ

ろう。2018 年より開始した岐阜イノベーション工房事業やプロジェクトなどは県内企

業と連携してはいるが、今後県内の企業や産業機関との連携を一層強化していくため

には、新たに能動的な取り組みを考えていくことが重要となる。 

 2019 年度から、他の研究機関の研究者たちとのネットワークの確立を目指し、勉強

会を始めたが、単科ゆえ、県内の多様な研究者とのネットワークを教育に活かしてい

く方法の検討も必要である。 

 上記で指摘した問題点については、2020 年度の課題として検討していく。 

 

 

（４）全体のまとめ 

 本学は、大学規模としては小さいにも関わらず、社会からの連携が求められる存在

であり、特に 2014 年に現在のソフトピア地区へ移転して以降、その期待はさらに高ま

っている。メディアアートの大学院大学として、これまで研究や教育内容の分かり難

さから県内における本学の認知や関心は低かったが、時代の変化に伴い、むしろ本学

への興味関心や期待が様々なレベルから感じられる環境へと変わっている。また、今

後、より高度な研究をもって社会連携や貢献へと還元していくことも求められる。し

たがって、地域や社会への変化を理解しながら、さらに質の高い連携事業や社会貢献

が可能となるように、これまで構築した連携の仕組みについても再度見直し、必要に

応じて改善していくことが必要な時期がきており、これらの課題については次年度以

降、果敢に取り組んでいきたい。 
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第１０章 大学運営・財務 

 第１０章―１ 大学運営 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・⾧期の計画等を

実現するために必要な大学運営に関する大学としての方針を明示

しているか。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・⾧期の計画等を実現

するための大学運営に関する方針の明示 

評価の視点２：学内構成員に対する大学運営に関する方針の周知 

 

本学の運営にあたっては、本学の理念・目的を踏まえつつ、県の政策方針に連動さ

せながら、毎年度の予算要求等の機会を通じて、中⾧期的な管理運営方針を幹部連絡

会議及び教授会の場で検討し決定しており、随時、教員・事務局間での情報共有をは

かっている。 

 設置者である岐阜県は、本学校舎の耐震性問題の解消とともに本学をソフトピアジ

ャパン地区のコア機能とするべく、同地区へキャンパス移転する方針を決定し、2014

年３月に同地区に移転した。移転後の方針としては、岐阜県の中期的な産業振興ビジ

ョンである「岐阜県成⾧・雇用戦略 2017」（2017 年 3 月策定）において、2020 年に

向けて本学が果たすべき役割が明記されている。（資料 1-5） 

また、本学が中期的に目指すべき方向性についても検討を進めることとしており、

設置者と調整を行いながら方針策定に向けた検討を進める。 

 

本学の管理運営における最高意思決定機関として教授会を設置し、教授会の審議に

基づき、学⾧が決定している。教授会は、本学の教員全員が構成員となっており、事

務局職員の陪席のもと、原則として毎月 1 回第 4 木曜日に開催している。教授会の決

定は、本学の意思表示とされることから、その運営については、「情報科学芸術大学

院大学教授会規程」に基づき適切に行っている。（資料 10-1） 

 

 

点検・評価項目②：方針に基づき、学⾧をはじめとする所要の職を置き、教授会等

の組織を設け、これらの権限等を明示しているか。また、それに

基づいた適切な大学運営を行っているか。 
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評価の視点１：適切な大学運営のための組織の整備 

・学⾧の選任方法と権限の明示 

・役職者の選任方法と権限の明示 

・学⾧による意思決定及びそれに基づく執行等の整備 

・教授会の役割の明確化 

・学⾧による意思決定と教授会の役割との関係の明確化 

・学生、教職員からの意見への対応 

評価の視点２：適切な危機管理対策の実施 

 

 学⾧の選考については、教育公務員特例法の規定に基づき、「情報科学芸術大学院

大学⾧選考規程」を整え、候補者の資格や選考手続きを定めている。学⾧候補者は、

人格が高潔で、学識が優れ、かつ教育行政に関して高い識見を有し、本学の理念に深

い理解を有する者であることとしている。学⾧、専任の教授、准教授および講師、事

務局⾧が選挙資格を有し、その 3 名以上の共同推薦により学⾧候補者を推薦する。学

⾧候補者の中から学⾧適任者を選挙し、選挙結果を受けて教授会が学⾧を選考する。

（資料 10-2） 

 選考規程を含む本学の規程集は、学内のイントラネット内に設置される掲示板（ガ

ルーン）で教職員はだれでも閲覧することができ、また、2016 年度に実施した学⾧選

挙時では選任方法等を適切に公示している。 

 

 部局⾧は、学則において、研究科⾧、産業文化研究センター⾧、図書館⾧及び事務

局⾧とされ、事務局⾧以外の 3 名の選考については、「情報科学芸術大学院大学部局

⾧選考規程」を整え、その資格や選考手続きを定めている。研究科⾧は研究科の専任

教授であること、また産業文化研究センター⾧と図書館⾧については、本学の専任教

授であることを条件としている。部局⾧の選考に際しては、学⾧が教授会に意見を聞

く必要があり、教授会が構成員の 3 分の 2 以上の多数をもって拒否する者を選考する

ことはできない。（資料 10-3） 

 学⾧及び部局⾧は、このような厳格な選考手続きを経て行われた後、設置者である

岐阜県知事により任命される。なお、事務局⾧については岐阜県の一般職員における

人事異動手続きのなかで任命される。 

 

 学⾧の職務と権限については、岐阜県の規定および学則・学内諸規程において規定

されており、入学資格の認定、合格者の決定、入学許可、編入学・転入学等の許可、

他大学院等における授業科目の履修の認定、留学・退学の許可、修了認定および学位

授与、学生の表彰・懲戒をはじめ、多岐に亘っている。なお、予算執行等に関する事

務については、「岐阜県現地機関事務決裁規程」第９条により事務局⾧が代決するこ

とができる。（資料 10-4） 
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学⾧が行った意思決定については、教授会や委員会、また毎週開催される学⾧、部

局⾧、事務局課⾧によって構成される連絡会議において共有され、各教職員によって

実施に移される。 

 

教授会の審議事項は、「情報科学芸術大学院大学教授会規程」及び「情報科学芸術

大学院大学教授会の審議事項に関する要領」に定められており、学⾧と教授会との間

の役割及びその関係は明確化されている。（資料 10-1、10-5） 

学⾧は教授会を招集して議⾧となり、教授会の議事は、原則として出席構成員の過

半数をもって決することとしている。ただし、可否同数の場合は、議⾧である学⾧が

これを決することとしている。教授会の構成員は議事を提案することが可能であり、

事前に用意された議事以外でも、必要に応じて意見交換を行っている。 

 研究科⾧、産業文化研究センター⾧、図書館⾧の職務と権限については学則第 10 条

において、それぞれ学⾧の命を受け、事務を掌握し、所属職員を指揮監督することと

しており、これに基づいて適切な権限行使がなされている。（資料 1-3） 

 

本学の危機管理体制としては、学⾧の指揮のもと、県庁担当課と密に連絡を取りな

がら対応する。自然災害については、岐阜県の地域防災計画に沿って行動していくこ

とになるが、これに定めのない事項については、「情報科学芸術大学院大学消防計

画」、「暴風警報発令時等の授業の取り扱い」などの本学独自の規程に照らしながら

行動していく。（資料 10-6,10-7） 

 

 

点検・評価項目③：予算編成及び予算執行を適切に行っているか。 

 

評価の視点１：予算執行プロセスの明確性及び透明性 

・内部統制等 

・予算執行に伴う効果を分析し検証する仕組みの設定 

 

 予算については、毎年度、岐阜県の予算編成方針に基づき、所管部局である商工労

働部を通じて、県財政当局へ前年 10 月までに予算要求を行っている。 

 予算は、翌年度の運営方針を各学内委員会において議論した後、事務局が調整して

いる。たとえば、学内システム機器の整備はシステム委員会、教員研究費は研究委員

会、カリキュラムに関することは教務委員会において方針を決定する。 

 学内システム機器の整備は、県が設置する「情報システム導入審査委員会」の審査、

承認が予算要求の前提とされており、予算要求時にはシステム委員会の教員および事

務局職員が協力して、整備内容、要求仕様等を調整している。 

 また、学内研究費以外の広報、産業文化研究センター運営、図書館運営などの経費
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は、事業ごとに予算要求を行っている。 

 管理的経費である施設管理費、非常勤講師や非常勤専門職の人件費、その他事務的

な経費は、事務局が所要額を算定している。 

 こうした学内での編成過程を経て決定した要求項目を事務局が一括して取りまとめ、

予算編成事務を進め、岐阜県議会の議決を経て予算が決定する。予算編成過程は県の

ホームページにて公開されている。（資料 2-6） 

 翌年度予算については、3 月の教授会で報告するとともに、計画に基づいて予算配

分を行っている。 

 予算執行にあたっては、岐阜県会計規則に基づき、岐阜県の予算執行システムによ

り厳格に執行している。予算執行結果は、岐阜県の web ページ（公金支出情報）より

すべての支出情報が閲覧でき、極めて高い透明性を確保している。教員が採択を受け

た科研費についても同様に岐阜県の会計ルールに準拠して執行している。（資料 2-7） 

こうした予算に基づく研究成果や事業効果については、適切に説明ができるよう教

職員が認識し事業推進に取り組んでいる。本学の研究成果や各種事業に対する費用対

効果については、岐阜県議会や岐阜県の予算編成担当部局から説明が求められること

が多々あり、計画、実行、分析、改善のプロセスを経て各事業を再検討するという予

算編成過程を通じて、効果を分析・検証している。 

 

 

点検・評価項目④：法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援、その

他大学運営に必要な事務組織を設けているか。また、その事務組

織は適切に機能しているか。 

 

評価の視点１：大学運営に関わる適切な組織の構成と人員配置 

・職員の採用及び昇格に関する諸規程の整備とその適切な運用状

況 

・業務内容の多様化、専門化に対応する職員体制の整備 

・教学運営その他の大学運営における教員と職員の連携関係（教職

協働） 

・人事考課に基づく、職員の適正な業務評価と処遇改善 

 

 事務局の組織は、岐阜県庁全体の組織定数管理のなかで構成や人員配置が決定され

ており、2017 年 5 月 1 日現在、事務局⾧ 1 名の下に総務課 8 名と教務課 6 名を配置し

ている。また附属機関の産業文化研究センターに 4 名、図書館に 2名を配置している。

（表 9-1） 
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表 9-1 事務組織 

 
 

総務課は、予算・決算、人事・給与・服務・福利厚生、システム管理、施設管理な

ど、本学の管理的業務を所管する。教務課は、企画、教務、プロジェクト・共同・受

託研究等の進行と、教授会や学内委員会の運営管理を行う。入試、カリキュラム編成、

学生支援、入学生確保、国際交流等の専門業務を行うため、教務課に県立高等学校教

員 2 名、非常勤の外国籍の国際交流員 1 名を配置し、学内システム機器整備について

は、総務課に非常勤のシステム管理専門職員 2 名を配置するなど、専門的知識を有す

る職員の配置に留意している。 

また、産業文化研究センターは、産学連携の実施や本学の広報、学生支援等を担う

ため、研究員 2 名および情報支援専門職 1 名を配置しているほか、イノベーション工

房の各種工作機器の運用サポートを行うため、技術支援専門職 1 名を配置している。

図書館には常勤司書と非常勤司書の各 1 名を配置している。 

これら事務局と教学組織との連携を適切に行うため、前述の連絡会議を開催してい

るほか、毎月の各委員会開催前には関係教員と事務局員が打ち合わせを行い、また教

授会及び委員会議の場においても情報交換、情報共有を図っている。 

 また、事務局職員は、岐阜県職員として適切な会計執行を行い、また岐阜県の政策

と連動した大学の運営改善を提言しており、大学の独自性を認識しながら、各委員会

等の場を活用して専任教員との一体性を確保しつつ各種事業を進めている。 

 教学にかかわる企画立案、補佐機能としては、教務課において教務委員会、研究委

員会等を所管し、教育課程、授業、試験、単位認定、研究活動等に対して、事務局側

から進行上の問題点を提言するとともに、改善策等を提言している。大学改革にかか
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る将来構想については、県庁担当課と連携しながら事務局側から組織改革にかかる企

画立案の提言を行っている。 

 なお、本学には独自で採用する常勤のプロパー職員はおらず、職員の採用や昇格に

関して本学独自の制度等はない。人事考課については、岐阜県職員にかかる人事制度

に基づいて運用されており、適切に業務評価と処遇を行っている。 

また、学生就職にかかる専門職員は配置していないが、学生委員会において事務局

職員と教員とが協力し、学生の就職支援にあたっている。 

 

 

点検・評価項目⑤：大学運営を適切かつ効果的に行うために、事務職員及び教員の

意欲及び資質の向上を図るための方策を講じているか。 

 

評価の視点１：大学運営に必要なスタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の組織

的な実施 

 

 事務局職員は、岐阜県職員にかかる人事制度に基づいて配置されており、数年程度

で定期異動している。このため、高等教育機関の運営を担う大学職員という観点から

は、専門性の確保が課題となっている。これらを補完するため、研修機会を確保する

予算を措置し、就職支援、産学連携、自己点検・評価、法人化、図書館運営、システ

ム機器整備などを中心として、全国で開催される各種セミナーへ参加し、専門的知識

の修得に努めている。 

 スタッフ・ディベロプメント（ＳＤ）活動について、学外における研修としては、

県が実施する各種セミナーなど（会計執務、法務、学生の就職、企業ガイダンス等）

に参加している。学内研修としては、事務職員（図書館司書を含む。）が一堂に会し

て、事務局ミーティングを行っており、学校事務の円滑な推進を目的とした情報共有、

各担当者の進行管理や調整等を実施するとともに、会計事務や職員倫理の研修を継続

的に行い、有効に機能している。 （資料 10-8） 

 

 

点検・評価項目⑥：大学運営の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。

また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行ってい

るか。 

 

評価の視点１：適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価 

評価の視点２：監査プロセスの適切性 

評価の視点３：点検・評価結果に基づく改善・向上 



79 
 

 

本学の事務事業の監査については、地方自治法に基づく岐阜県監査委員による定期

監査が実施され、その適切性が点検・評価されている。監査にあたっては、所定の様

式により報告書を作成することが求められ、事前に監査委員事務局によって様々な根

拠資料の提示が求められる。監査結果は県公報等で公開され、不適切な点を指摘され

た場合には、措置状況の報告が義務付けられている。またこれとは別に、会計事務を

監督するため、岐阜県出納事務局による会計事務実地検査が毎年実施されている。 

また、岐阜県では地方自治法に基づく包括外部監査制度による監査も実施されてお

り、各年度に応じて設定されるテーマに該当する場合には、公認会計士による監査を

受けることになっている。 

 いずれの監査においても、不適切な点が指摘された場合には、速やかに改善を図っ

ている。 

 

 

（２）⾧所・特色 

大学の運営管理は、明文化された規程に則り実施されている。教授会及び各学内委

員会は、全教員及び事務局が参加してほぼ毎週開催されていることから、教学関係と

事務局との連携や、各種事業の推進、県の施策に連動した学校運営や中・⾧期的な方

向性など、大学の管理運営方針の共有が適時かつ適切に実施されている。 

 また、本学では岐阜県の会計規則や人事服務規程をそのまま運用していることから、

会計事務や人事服務については、小規模な組織でありながら厳格に運営がなされてい

る。 

 

 

（３）問題点 

 本学の運営方針については、県との密なる協議によりその方向性が定められている

が、大学としての中期的な方針については、策定に向けた県との調整が続いており、

引き続き策定に向けて取り組んでいく必要がある。 

事務職員の意欲・資質向上、特に大学職員としての専門性の確保を図るためには、

各種セミナーなどへの参加はもとより、公立大学協会等で開催される職員研修や他大

学との交流による運営ノウハウの習得を図る必要があるが、日常の管理運営業務の負

荷が大きく、外部研修等への参加機会の確保は十分にできていない。 

 岐阜県の人事制度に従い定期的に人事異動が行われ、着任する多くの職員が本学の

専攻分野や大学事務とは関連が薄い部署からの異動であるため、年度当初の段階にお

ける大学に対する理解度、事務の熟練度などは、十分ではない場合がある。異動サイ

クルの調整、確実な事務引き継ぎ、運営ノウハウのデータベース化などにより、業務

をスムーズに進行管理するとともに、原則として異動がない教員との間で業務ノウハ
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ウを共有していく必要がある。 

また、危機管理に関しては、県の機関であることから、県の危機管理体制に依って

いる部分がある一方、本学が、ソフトピアジャパン・センタービルと、ワークショッ

プ２４のビル内に分かれて入居していることから、実際の災害発生時の対応は、これ

らの建物の指定管理者である伊藤忠アーバンコミュニティ・グループが定めた、災害

対応マニュアル等に従うことになる。本学が教育機関であることを鑑み、本学独自の

包括的な行動計画の整備を検討していく必要がある。  

 

 

（４）全体のまとめ 

教授会については、これまでどおりの適切な意思決定プロセスと運用を進めていく

とともに、毎週 1 回は全教員が参加しての意思決定・意識共有が迅速に行われる現行

体制の利点を活かすことにより、スムーズな事業運営体制を継続していく。 

今後、大学の運営方針を明示していくとともに、危機管理に関するマニュアル等の

整備に向けて検討を進めていく。 

事務局職員については、外部研修等への参加機会や他大学との交流によるノウハウ

の習得機会の確保を進めるとともに、増え続ける業務や定期的な人事異動に伴う事務

の停滞を招かないよう業務の見直しや、教員とともに運営管理ノウハウを共有しつつ

後任者に引き継げる体制の構築を図っていく。 
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第１０章 大学運営・財務 

 第１０章―２ 財務 

（１）現状説明 

点検・評価項目①：教育研究活動を安定して遂行するため、中・⾧期の財政計画を

適切に策定しているか。 

 

評価の視点１：大学の将来を見据えた中・⾧期の計画等に則した中・⾧期の財政計

画の策定 

 

 公立大学法人化されていない本学においては、大学の財務は岐阜県の財政計画のな

かでその方針が決定される。岐阜県では「岐阜県行財政改革指針」を策定し、これに

基づき財政運営を行っている。これは 2009 年度から 2018 年度までの 10 年間における

財政計画で、この期間は「財政構造健全化期間」と位置付けられている。特に大幅な

財源不足が見込まれた 2009 年度から 2012 年度までは「緊急財政再建期間」とされ、

あらゆる角度から財政構造が見直された。この影響により、本学に併設していた専修

学校である岐阜県立国際情報科学芸術アカデミーは閉校となるとともに、本学にその

機能の一部を統合移管した。 

岐阜県の構造的な財源不足が解消し、持続可能な財政運営への道筋がつけられた

2013 年度以降は、社会保障関係経費の自然増や、社会資本の老朽化対策などにも対応

しつつ、引き続き事務事業の見直しや、節度を保った財政運営に取り組むこととされ

ている。 

このように、本学の財務運営は岐阜県財政と一体不可分であることから、大学独自

の計画を策定する意味は乏しいが、本学としては、大学運営を安定的に行えるよう、

県議会を始めとする関係先の理解を得ながら、予算確保に向けた努力を行っている。 

 

 

点検・評価項目②：教育研究活動を安定して遂行するために必要かつ十分な財務基

盤を確立しているか。 

 

評価の視点１：大学の理念・目的及びそれに基づく将来を見据えた計画等を実現

するために必要な財務基盤（又は予算配分） 

評価の視点２：教育研究活動の遂行と財政確保の両立を図るための仕組み 

評価の視点３：外部資金（文部科学省科学研究費補助金、寄附金、受託研究費、

共同研究費等）の獲得状況、資産運用等 

 

2017 年度以降における歳入・歳出にかかる当初予算の状況は、表 10-1 のとおりで

ある。2017 年度をみると、人件費、運営管理費、教育研究費、施設整備費など歳出の
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合計は 500,711 千円であった。一方で収入としては、学生納付金が 33,112 千円、外部

資金による収入等が 10,130 千円、岐阜県一般財源による拠出が 424,261 千円であった。

県一般財源が歳入全体に対して 84.5％を占めており、一般財源に大きく依存する構造

となっている。 

歳出の内訳を見ると、キャンパス移転のような臨時的な経費や、更新が必要な機器

や設備が生じた場合には、その都度予算要求を行うため、年度によって必要額は異な

っているが、大学運営の基礎となる経常的な経費については、例年通りの必要額が認

められており、歳出全体としてはおおむね横ばいの状況が続いている。 

 

表 10-1 歳入歳出の状況 
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近年における外部資金の受け入れ状況としては、民間の研究助成財団からの研究助

成金、受託研究費、共同研究費、国庫補助金が挙げられる。（「大学評価基礎シート」

表８） 

入学金や授業料等の自主財源や、県の一般財源から拠出の増加は見込まれないなか

で、研究環境を維持していくためには、学外研究費の獲得が重要である 

共同研究・受託研究の実施状況は表 10-1、また科学研究費補助金の採択状況は表

10-2 のとおりとなっており、頭打ちの傾向にあることから、引き続き企業との共同研

究をはじめとした外部資金獲得への努力を続けていく必要がある。 

 

表 10-2 共同研究・受託研究の実施状況 

 
 

表 10-3 科研費の申請・採択状況 

 
 

（２）⾧所・特色 

2013 年度以降は、県の理解を得て安定的に歳入を確保しており、教育研究活動を安

定的に進めることができている。本学の財務については、公会計制度のなかで運用さ

れているため、予算策定、執行、決算、監査は、岐阜県の会計ルールに従い公正かつ

適正に行われている。また徹底した情報公開により、きわめて高い透明性が確保でき

ている。 

 

 

（３）問題点 

本学の歳入は岐阜県の一般財源に大きく依存しており、県の財政状況や政策方針に

変化が生じた場合には直接影響を受ける。県財政が健全化した 2013 年以降は、安定し

て財源確保が行われているものの、引き続き県議会をはじめとするステークホルダー

から本学の研究活動について理解を求めていく必要がある。 
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県が実施する事業では、真に必要な事業や費用対効果について、県民から厳しく説

明が求められている。本学の予算においても、事業効果や研究成果等に主眼を置いた

評価を自ら実施し、その結果を県への予算要求に反映させていく必要がある。 

また、研究体制の拡充のため資金ニーズが発生しても、県による拠出をこれ以上増

加させることは容易ではないため、積極的に外部資金の獲得に取り組む必要がある。

しかし共同研究・受託研究の実施件数や科研費の申請数は頭打ち傾向にあり、再度外

部資金の導入について学内での意識づけを行っていく必要がある。 

 

 

（４）全体のまとめ 

財務については、地域に根付いた密接な産業連携を促進することを通して、科学研

究費補助金の採択、共同研究の実施など、外部資金獲得の取組みを積極的に行い、研

究費に占める学外研究費の増加を図っていく。 

 県の予算による大学運営を行っているということを常に意識し、本学の取り組みの

費用対効果や成果などを常に意識した予算執行を心がけていく。 
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終 章   

 

この自己点検・評価報告書は、公益財団法人大学基準協会が定める大学基準に沿っ

て、本学の現状と課題を様々な角度から点検し、評価を行い、その結果に基づく発展

方策を、本学の教職員の総意として報告書としてとりまとめたものである。 

 

 今回の自己点検・評価は 2017 年度から 2019 年度までの３年間を対象にしている。

学校教育法第 109 条第２項に基づく認証評価は 2018 年度から第三期に突入することを

踏まえ、2017 年３月 21 日に改定された新たな大学評価基準に照らして点検・評価を

実施している。 

 

 IAMAS は、1996 年に岐阜県立の専修学校（国際情報科学芸術アカデミー）として

生まれ、2001 年に大学院大学を開設し、現在に至っている。その間、絶え間ない研究

活動を実施し、また、教育機関として多くの卒業生を輩出した。その成果としてメデ

ィア文化と産業の分野で一定の地位を確保しているものと自負している。 

 

 今回点検対象とした 2017 年度からの３年間は、2016 年の開学２０周年をへて、開

学の地である岐阜県領家町のキャンパスを離れ、新天地である「ソフトピアジャパン」

地区に移転し、新たなステージを進み始めた時期である。この新キャンパスでは、社

会と地域に開かれた開放型の施設とすることで、隣接する企業などとの日常的な交流

の中から、社会的なニーズを汲み取り、本学のシーズとつなげることで、「地域の産

業や文化のイノベーション創出拠点」としての役割を目指すこととなった。 

 

 また、これまでの２０年のメディアアートの”活動”の蓄積とその分野の先駆者とし

て、本学はメディア表現研究を進化させていく責務を負っている。そのため、博士課

程の設置に取り組んでいる。 

 

 また、岐阜県により設置された公立大学として、引き続き地域との接続を意識して

研究活動を進めるべく、社会人経験者へ門戸を開くために、社会人が進学しやすいよ

うな教育課程を検討するとともに、引き続き産業文化研究センターを中心に、地域と

の連携を進めていく。 

これまでも常に時代の変遷に対応した改革を推進してきたが、今後も社会や地域の

変化に対応した教育研究組織の改善を図っていく。今後も、メディア文化と産業の分

野で常に最先端を走り続け、関わりある産業や文化に対する社会的使命を果たしてい

くためにも、教職員間の情報共有を図りつつ、改善・改革の取り組みを継続していく。

課題に取り組んでいくにはたゆまぬ自己点検、改革が必要であり、これからも不断の

改善・改革を推進していく所存である。 


